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平成２９年第４回那須塩原市議会定例会 

 

議 事 日 程 （第４号） 

 

                            平成２９年９月６日（水曜日）午前１０時開議 

 

日程第 １ 市政一般質問 
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      ３．防犯、監視カメラの設置について 

      ４．小規模企業振興基本法施行に伴う、本市の対応について 

      ５．「特別の教科 道徳」について 

    ６ 番 森本彰伸議員 

      １．小中学生の学力向上に向けての取り組みについて 

      ２．避難行動要支援者援護マニュアルの運用と地域のサポート体制について 

    ２ 番 中里康寛議員 
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      １．鳥獣被害対策について 
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開議 午前１０時００分 

 

◎開議の宣告 

○議長（君島一郎議員） おはようございます。 

  散会前に引き続き、本日の会議を開きます。 

  ただいまの出席議員は26名であります。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議事日程の報告 

○議長（君島一郎議員） 本日の議事日程は、お手

元に配付のとおりであります。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎市政一般質問 

○議長（君島一郎議員） 日程第１、市政一般質問

を行います。 

  質問通告者に対し順次発言を許します。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◇ 齊 藤 誠 之 議員 

○議長（君島一郎議員） 初めに、７番、齊藤誠之

議員。 

○７番（齊藤誠之議員） 皆さん、おはようござい

ます。 

  議席番号７番、那須塩原クラブ、齊藤誠之です。 

  通告書に基づきまして市政一般質問を行わせて

いただきます。 

  １、本市の住みやすさについて。 

  東洋経済新報社の住みよさランキング2017にお

いて、本市は全国では129位、県内では４位とい

う順位をつけました。毎年順位が発表されますが、

この一つの指標について、本市としての考えをお

伺いいたします。 

  ⑴住みよさランキングで発表された順位に対し

て、影響はどのようなものと考えるか。また、本

市としてこの結果を重視しているか、所見をお伺

いいたします。 

  ⑵ランキングの算出で用いられている15の統計

指標のどの項目に重点を置いているのか、お伺い

いたします。また、その際の推進体制についてお

伺いいたします。 

  ⑶東洋経済新報社以外のランキングで本市がチ

ェックしているものがあれば、その内容も含め、

お伺いいたします。 

  ⑷本市の定住移住を推進するに当たり、このま

ちの住みやすさの定義をどのように考えているか、

お伺いいたします。 

○議長（君島一郎議員） ７番、齊藤誠之議員の質

問に対し答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（藤田輝夫） １の本市の住みよさにつ

いて順次お答え申し上げます。 

  初めに、⑴の住みよさランキングで発表された

順位に対して、影響はどのようなものと考えるか。

また、本市としてこの結果を重視しているのか、

所見についてお答え申し上げます。 

  住みよさランキングにつきましては、東洋経済

新報社が全国814の市区の公的統計データをもと

に安心度、利便度、快適度、富裕度、住居水準充

実度の５つの部門について評価し、順位をつけた

ものでございます。一つの客観的データとして住

みよさランキングと称し公表していることから、

本市のイメージに対する影響は少なからずあるも

のと考えますが、これらのランキングにとらわれ

ることなく、市民優先の市政運営を推進していく

ことが基本姿勢であると思っております。 

  次に、⑵の15の統計指標のどの項目に重点を置
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いているのか。また、その際の推進体制について

お答えいたします。 

  ランキングの算出に用いた15の統計指標は、本

市にとって重視すべき指標も含まれておりますが、

第２次総合計画や、まち・ひと・しごと創生総合

戦略の各種施策を関係課の連携による分野横断的

な体制により、着実に推進していくことが結果的

に15の統計指標において、よい結果が得られるも

のと考えております。 

  次に、⑶の東洋経済新報社以外のランキングで

本市がチェックしているものがあるかについてお

答えいたします。 

  ブランド総合研究所が実施している各地域のブ

ランド力を評価する「地域ブランド力調査」や、

観光経済新聞社が実施している旅行会社社員など

の旅行のプロが人気の温泉地を選ぶ「日本の温泉

100選」、株式会社宝島社が実施している田舎暮

らしの適地を探る「日本住みたい田舎ベストラン

キング」などがありますが、あくまでも一つの参

考情報として確認しているものでございます。 

  最後に、⑷の本市の定住移住を推進するに当た

り、このまちの住みよさの定義をどのように考え

ているかについてお答えいたします。 

  本市における住みよさの定義は、市民誰もが健

康で安心して生活できるまちであると考えており

ます。この考えのもと、第２次総合計画の４つの

重点プロジェクトが目指すまちづくりや、まち・

ひと・しごと創生総合戦略に掲げた７つのＫの重

点施策に取り組むことにより、着実に定住移住が

推進できるものと考えております。 

○議長（君島一郎議員） ７番、齊藤誠之議員。 

○７番（齊藤誠之議員） ただいまご答弁をいただ

きました。 

  関連ございますので、一括にて再質問させてい

ただきます。 

  ⑴のほうに関してなんですが、ランキングにと

らわれることなくということでしたが、さまざま

なメディアがある中で、少なからずとも市民の方

が目にすることがあると思います。その中で、本

市の名前があるかないかでは、答弁のとおり、多

少なりとも影響があると思っております。 

  それでは、先ほどの答弁でもございましたが、

実際にそのランキングの順位を見て、執行部側と

してはどんなことを感じていたのか、所見をお伺

いいたします。改めてお伺いいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（藤田輝夫） 改めての所見ということ

でございますが、ただいまご答弁申し上げたとお

りということで、それ以上でもそれ以下でもない

ということでございます。 

○議長（君島一郎議員） ７番、齊藤誠之議員。 

○７番（齊藤誠之議員） それ以下でもないという

ことだったんですが、実際にランキング2017の指

標を見てみますと、本市においては県内では利便

度が１位ということで、実際にシティプロモーシ

ョンに関しましても売りに出しているランキング

が１位であるというところで、多少なりとも自分

たちが取り組んでいるものが評価されているとか、

あるいはちょっとできない、あるいはまだ取りか

かれていない、あるいは課題解決に向かってやっ

ているけれどもなかなか順位がつかないというと

ころは見られると思うので、多少なりとも所見が

あるのかなとは思ったんですけれども、実際に利

便度が１位ということで、その他、住居水準度が

多分一番低くて10位ということで、14市の中でな

んですが、そういった順位表が出ております。 

  こういった各指標において、企画部のみならず、

各課がそれぞれのところの分野で施策を実行して

いると思うんですが、そういった状況におきまし
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て、この住みよさランキングの結果について、各

課には参考の資料として周知したりとかはしてい

るのかどうか、お伺いいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（藤田輝夫） このランキング結果につ

いて周知しているのかというようなお尋ねでござ

いますが、企画部のほうから特に各部局のほうに

この結果について周知しているといったような事

実はございません。 

○議長（君島一郎議員） ７番、齊藤誠之議員。 

○７番（齊藤誠之議員） 企画部のほうからはとい

うことなんですが、ということは各部では見るこ

とはできるのかどうかをお伺いしたいと思います。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（藤田輝夫） このランキング冊子につ

いては、私の承知している限りでは企画政策課と

秘書課、あとは議会事務局のほうにはあるんだと

思うんですが、執行部のほうでは私どもの企画政

策課とあとは秘書課というところに備え置いてあ

りますので、職員は必要に応じて自由にそれを閲

覧することができると、そんなような状況になっ

ております。 

○議長（君島一郎議員） ７番、齊藤誠之議員。 

○７番（齊藤誠之議員） ぜひそこに置いておいて

も、もったいなければ通達で回して見てあげて、

自分たちの課がどこに属しているのか、あるいは

そういった指標においては使えると思いますので、

回して見てあげてほしいと思います。１番につき

ましては了解いたしました。 

  続きまして、２番の15の指標の件なんですが、

重視すべき指標もあるということでしたが、本市

の策定した計画を分野横断的な体制で推進してい

くということを理解いたしました。 

  この住みよさランキングでは、15の指標にまと

めての評価を行っているということですが、例え

ば、本市にはさまざまな計画があります。それに

対して毎年度独自に評価をしたりしているのか、

お伺いいたします。 

  また、その際ＫＧＩ、最終目的が達成されてい

るかを計測するための指標で、重要目的達成指標

と呼ばれるもの、あるいはそれを設定し、ＫＰＩ、

重要業績評価指数と呼ばれるもの、最終的な目的

を達成するための過程を計測するための中間指標

を用いて実行しているのかも、あわせてお伺いい

たします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（藤田輝夫） 初めに、評価の話が出ま

した。続いて、ＫＰＩの話ということでございま

すので、ちょっと順序が逆になりますが、初めに

ＫＰＩの設置というところの中で、市としてどの

ように考えているかということのお話をさせてい

ただきます。 

  本市におきましては、第２次総合計画をこの４

月からスタートさせているということでございま

して、その第２次総合計画の中において具体的な

施策ベースということで、現実的には129の具体

的な施策がございますが、その129の具体的な施

策ベースでその全てにおいてＫＰＩというもの、

数値目標というものを設定しているということで

ございます。 

  また、今年度からということになりますが、実

施計画の策定においても、これは事業単位という

ことになりますので、300を超える事業でござい

ますので、その事業単位でＫＰＩというものを設

定いたしまして、実施計画につきましては、事業

が終了しましたら事務事業評価という評価を行っ

ておりますので、その評価の中でＫＰＩがどれだ



－191－ 

け達成できたといったところを評価して、達成で

きていなければ、事務事業の改善や見直しにつな

げるというようなことをやっているというのが本

市の実態でございます。 

○議長（君島一郎議員） ７番、齊藤誠之議員。 

○７番（齊藤誠之議員） ただいまご答弁いただき

ました。しっかりと用いる指標を招いて、結果と

してその到達に届くかということをしっかりと実

行しているということで、了解いたしました。 

  最終的には、ＰＤＣＡのサイクルの一環として

指標を用いているということなので、こういった

指標を用いてやっていくことに関しましては、市

民に関しましても私たち議会に関しましてもチェ

ック機関としてはわかりやすい指標となるという

ことなので、今後それに向かってしっかりと取り

組んでいただければと思っております。 

  また、自分たちの評価に関しましては、先ほど

言ったとおり、事務事業評価ということで執行部

ならではの多分評価をされていると思います。そ

ういったものも私たちになかなか届くものもない

ものですから、しっかりと施策を堂々と打ち出し

て君島市政やっておりますので、それの取り組む

べき位置をしっかりと市民等々に知らせていくこ

とも、その体制として取り組む姿勢が明確になり

ますので、そういったものも必要であるかと思い

ますので、今回聞かせていただきました。 

  続きまして、３番のほうに移ります。 

  その他のランキングということで、いろいろブ

ランド研究所等々、その他の部局で気になるもの、

あるいは企画ということで企画ならではの目線を

置いたランキングが多々あるということをお聞か

せいただきました。そういった体制に臨むに当た

って、実際、先ほどの住みよさランキングであれ

ば企画部のほうで、あるいは秘書課のほうで持っ

ていると。それ以外の温泉ランキング等々では例

えば産観とかとあると思うんですが、そういった

ところに関しまして、気にしているランキングに

おいては、全て一応企画部では掌握しているのか

どうか、お伺いいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（藤田輝夫） 先ほども答弁させていた

だきましたが、温泉ランキングの話にしましても

企画部のほうでは掌握しております。これは他部

局の話になりますが、企画がまちづくり全般を担

務するという中で、やはり重要な資料であります

ので、私どものほうで承知しているということが

ございますし、あとはシティプロモーションの観

点から申し上げますと、先ほどの田舎暮らしのお

話であったりとか、地域ブランドセンターのやっ

ぱり指標なんかも大切だということでございます

ので、そういうものについては企画のほうとして

情報としては集めているというのが実態でござい

ます。 

○議長（君島一郎議員） ７番、齊藤誠之議員。 

○７番（齊藤誠之議員） 了解いたしました。 

  先ほどと重なってしまいますが、その指標を企

画部が皆さんの各部局から上がってきたものを掌

握するだけではなくて、企画部が先頭に立って掌

握している部門もしっかりと他部局に周知してい

ただきたいと思います。３番につきましても了解

いたしました。 

  さて、４番に移りますが、住みよさの定義とい

うことで、第２次総合計画の重点プロジェクト、

あるいはまち・ひと・しごと創生総合戦略に掲げ

た７つのＫを重点施策ということで答弁をいただ

きました。また、本市における住みやすさの定義

に関しましては、市民誰もが健康で安心して生活

できるまちと考えているとの答弁がございました。 

  先ほどお伺いした指標の評価も含めまして、改
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めてお聞きするんですが、情報提供等していくも

のにも、この住みやすさを実現するために取りか

かっている進捗の状況を市民に公表していくこと

も必要であると思うのですが、どうお考えか、改

めてお伺いいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（藤田輝夫） 市のほうで住みよさを向

上するための施策、あるいは市民に満足いただけ

るまちづくりを推進するための施策といったとこ

ろをしっかり毎年毎年実行しているというところ

でございますので、今言われたような進捗状況に

ついては、今まで公表していないというわけでは

ないんです。やはり事務事業評価の結果について

もしっかりホームページ、あるいは資料を本庁と

支所に備えつける形で公表はしているところでご

ざいますが、わかりやすい公表とか、より詳しい

公表といった観点から今までどうだったかと申し

ますと、若干そういう部分では反省が残るという

ことがございますので、新たな第２次総合計画が

始まったということがございます。あとは、ま

ち・ひと・しごと創生総合戦略も４年目を迎える

というところがございますので、そういうものの

成果については、少しわかりやすさを工夫した中

で、市民の皆さんに進捗状況というのをお伝えで

きるようにしてまいりたいというふうに思ってお

ります。 

○議長（君島一郎議員） ７番、齊藤誠之議員。 

○７番（齊藤誠之議員） ぜひそういった形で取り

組んでいただきたいと思っております。 

  各種計画が３月に20種類以上の計画が上がった

と思います。その中で用いている指標も結構ばら

ばらなところもあったり、あるいはどこを見てい

いかというところで、それぞれの課題の一つ一つ

は充実していると思うんですけれども、それを全

体的にそういった事務事業等々でお知らせすると

いう方法に関しましては、これから課題であると

いうことをお聞きしましたので、ぜひわかりやす

く、あるいは進んでいないことを無理やり進んで

いないと言う必要もありませんし、進んでいると

ころをここまで来たよというところでも、市民に

とってはしっかりと行政が取り組んでいるところ

の資料になると思いますので、ぜひ取り組んでい

ただきたいと思っております。 

  一番最初の１回目の質問で言ったとおり、定住

移住を推進するに当たりということなんですが、

実際、定住移住という言葉に関しまして、これま

でどうしても移住に向けたプロジェクトが目立つ

ような風潮がありまして、実際本市でしていかな

ければならないというのは、このまちに愛着を持

って定住し続けてもらうというところが必要だと

思っております。今後、今やっている施策は間違

いなく定住を図るものであるというものが前面に

出ながら、それを使って移住を促進するというと

ころをしっかりとＰＲしていくために、どのよう

に市民にＰＲをしていくかをお伺いしたいと思い

ます。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（藤田輝夫） 本市の住みよさといった

ものを市民の皆さんにどのようにＰＲしていくか

というようなお話だったと思います。 

  市民の皆さんにどのようにＰＲしていくかとい

った観点も大切かと思いますが、私どもとしまし

ては、市民の皆さんとともに内外にきちっと発信

してＰＲしてまいりたいというふうに考えている

ところでございます。 

  そのためにはということになりますが、第２次

総合計画の４つの重点プロジェクトで掲げました

ＫＰＩというもの、あるいはまち・ひと・しごと
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創生総合戦略で掲げた７つのＫの重点施策にかか

わるＫＰＩ、そういうものをしっかりと達成して

いくことによって、市民の皆さんがこのまちに住

んでよかった、いいまちだといったことを実感し

ていただけると思いますので、まずはそういうと

ころを市としては全力を挙げて取り組んでまいる

ということでございます。 

  そういうことで、市民の皆さんに、このごろ横

文字ではやりになっていますが、シビックプライ

ドと、愛着心だと思います。そういうものをしっ

かり醸成していただいた中で、一緒に本市のＰＲ

をしていこうというような土壌ができていければ、

これにこしたことはないのかなというふうに思っ

ております。 

○議長（君島一郎議員） ７番、齊藤誠之議員。 

○７番（齊藤誠之議員） ぜひ、取り組みに関しま

してはこれからも、今のシティプロモーションに

関しましてもよくできている冊子であったり、広

報に関しましてはすばらしい取り組みをしている

というところは私も理解をしているところなので、

そのような形で取り組んでいただきたいと思って

おります。 

  最後になるんですが、この住みやすさの定義に

おいて、各種、各部局、一生懸命取り組んでいる

と思うんですが、最後に旗振り役である市長のほ

うから、この住みやすさについて、もしご意見が

あればお伺いしたいと思います。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（君島 寛） おはようございます。 

  住みやすさの定義ということで、私がどう考え

るかということでございました。 

  先ほど企画部長のほうからお話がありましたと

おり、定義としては、誰もが健康で安心して生活

できるまちというふうなものがお答えをした中で

はございますけれども、この那須塩原市、私は大

変大好きです。ここに生まれ、そして育ってよか

ったなというふうに思っておりますし、第２次の

総合計画の策定の経過の中で、市民アンケートを

実施した経過がございました。その中で、市への

愛着度、そういった項目がございました。80％近

い市民の方がこの那須塩原市に愛着を持っている

という大変ありがたい回答をいただいたところで

あります。 

  今後も、この那須塩原市、大変ポテンシャルの

高い自治体というふうに私は考えております。い

ろいろな面でこの可能性にまたさらに磨きをかけ、

那須塩原市のＰＲ、そしてプロモーション、そう

いったものに全力で取り組んでまいりたいという

ふうに考えております。そうしたことが移住定住、

人口減少に歯どめをかける一つの大きな要素にな

るんだろうというふうに考えておりますので、こ

れからも職員と一丸となった形で、市議会の皆様

方の協力をいただきながら、那須塩原市の発展の

ために邁進してまいりたいと考えております。 

  以上でございます。 

○議長（君島一郎議員） ７番、齊藤誠之議員。 

○７番（齊藤誠之議員） 市長、ご答弁ありがとう

ございました。ぜひその思いを持ってしっかりと、

私たちが提案するものにかかわらず、市長部局か

ら出してくるものに関しましてもしっかりと精査

して、前向きに進んでいくということを私たちも

実行していきたいと思っております。ありがとう

ございました。 

  住みよさ、あるいは住みやすいとなると、どう

しても最初に思いつくのが利便性ということが出

てきます。ですから、これらのランキングを評価

されるというと、どうしても地方では都市部に集

中してしまうことは仕方のないことだと思ってお

ります。しかし、そのまちでのよさがわかるよう
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になれば、ランキングにとらわれることなく、そ

の地に定住し続けると思っております。その延長

上が、先ほども言ったとおり、移住にもつながっ

ていくのではないかと思っております。 

  今ここに暮らす各世代の人たち全てに、全ての

施策の理解を得るのは確かに難しいことだとは思

っています。しかし、この那須塩原市内の各地域

の実情を踏まえて、各世代に残せるものを模索、

実行していくことも責任ある行政の行動であると

考えております。 

  今後、立地適正化の計画等々がなされていく今

後、人々を作為的に誘導していくことが果たして

住みよさを助長するものになるか。そのために、

こういった指標を毎年参考にしながら、ここに定

住されていく人々にはさらなる愛着を、住もうと

考えてくれている人たちにはより魅力を、そして

都会にはない田舎のよさを、地域全体で暮らして

いくすばらしさをあらゆる方面からしっかりと伝

え実行していく、そんなまちづくりをこれからも

しっかりと取り組んでいただきたいと思っており

ます。 

  将来を見越した考えにとらわれると、何もでき

なくなってしまう。しかし、考えは各世代でさま

ざま。そこにしっかりと踏み込んだ施策を行うこ

とで、各世代への責任が生まれ、未来をつくろう

とする動きが出て、それを続けていくためにお互

いが協力していく社会ができてくると考えており

ます。 

  あらゆる施策に積極的に取り組み、最初に戻り

ますが、住みよさランキングの上昇が県全体であ

り得れば、栃木県の魅力度ランキングもひょっと

したら上がるかもしれないということも含めまし

て、那須塩原市民がまず住みやすいとさらに実感

できるように要望いたしまして、この項の質問を

閉じさせていただきます。 

  続きまして、２、本市の小中学校の自然災害へ

の安全対策について。 

  地震や地球温暖化の影響で、頻繁に発生する竜

巻（突風）、ゲリラ豪雨、それに伴う土砂災害や

降ひょう、これらの自然災害の影響により、建物

等の構造物が損壊する、あるいはそのおそれの可

能性があります。 

  本市における小中学校は、子どもたちのふだん

の学校生活はもちろん、有事の際には避難所と指

定されていることから、その性質上、安全性は最

大限でなければなりません。本市は耐震等の補強

工事は終了しておりますが、今後の自然災害に備

え、学校施設並びに児童生徒の安全確保はとても

重要であることから、以下の点についてお伺いい

たします。 

  ⑴各学校の校舎並びに体育館の緊急事態対策の

現状についてお伺いいたします。 

  ⑵どのような緊急事態を想定し、避難訓練を行

っているのか、その内容も含めてお伺いいたしま

す。 

  ⑶小中学校の窓ガラスの破損対策について、本

市の考えをお伺いいたします。 

  ⑷教室棟や体育館の出入り口の強風等に対する

対策として、開き戸へのドアクローザーの設置や

改修について、本市の現状並びに考えをお伺いい

たします。 

○議長（君島一郎議員） ７番、齊藤誠之議員の質

問に対し答弁を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（稲見一志） ２の本市の小中学校の自

然災害への安全対策について順次お答えをいたし

ます。 

  初めに、⑴の各学校の校舎並びに体育館の緊急

事態対策の現状、それから３の小中学校の窓ガラ

スの破損対策については関連がありますので、一
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括してお答えをさせていただきます。 

  小中学校の校舎及び体育館の安全対策としまし

ては、耐震化工事を行っております。さらに、体

育館については、天井部からの落下物による危険

防止を図るために、つり天井の撤去や照明器具へ

のワイヤー設置を講じております。 

  また、小中学校等の窓ガラスの破損対策といた

しましては、耐震化工事により改築した建物には

強化ガラスを使用し、平成26年度以降に耐震補強

した建物には、既存の窓ガラスに飛散防止フィル

ムの張りつけをしているというところでございま

す。今後も優先順位をつけながら、窓ガラスの破

損対策に取り組んでいきたいというふうに考えて

おります。 

  次に、⑵のどのような緊急事態を想定し避難訓

練を行っているかについてお答えをいたします。 

  各小中学校におきましては、地震、火災、竜巻、

火山噴火等の緊急事態を想定し、宇都宮地方気象

台や消防署等の関連機関との連携を行って、避難

訓練を実施しております。 

  訓練の内容といたしましては、災害発生時の一

次避難の仕方、これについてそこで学習をして、

あとは地震があれば、一般的には机の下に潜ると

か、そういうまず一次的な避難。その後に児童生

徒がそういうものを学習して、その後安全確認さ

れれば、今度は全員が安全な場所へ移動する、そ

ういうような二次避難というものの訓練をしてい

るというところでございます。 

  最後に、⑷の教室棟や体育館の出入り口の強風

等に対する対策についてお答えをいたします。 

  教室棟や体育館の出入り口が開き戸になってい

る小中学校等は23校ございます。そのうち、ドア

クローザーを設置しております学校につきまして

は11校であります。ドアクローザーの設置のほか、

急な閉まりを防ぐために、コンクリートブロック

をもう開き戸に押さえておくとか、あとドアスト

ッパーによってとめる方法などによって、強風対

策をとっているというのが現状でございます。 

  以上です。 

○議長（君島一郎議員） ７番、齊藤誠之議員。 

○７番（齊藤誠之議員） ご答弁いただきました。 

  それでは、こちらのほうも関連がございますの

で、一括して再質問させていただきます。 

 先ほど、改築された建物には強化ガラスを使用し、

耐震補強された建物にも飛散防止フィルム等を張

りつけているという話、そして今後も優先順位を

つけながらとの答弁をいただきました。 

  まず、ここ数年で、例えばそういったガラスの

破損があった事例、人的並びに自然災害によるも

のがあったかどうかをお伺いしたいと思います。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（稲見一志） 自然災害に伴うガラスの

破損ということは聞いてございません。何らかの

たまたまの事故といいますか、ガラスが割れたと

いうことはございますが、それは故意ではなく、

自然的にぶつかったとか、そういうものは数件は

あったというふうには思っておりますが、自然災

害についてはありません。 

  以上です。 

○議長（君島一郎議員） ７番、齊藤誠之議員。 

○７番（齊藤誠之議員） 割れてしまったガラスの

ところが今言ったとおり、フィルムであったり強

化ガラスであれば、そういった形で、強化ガラス

であれば割れることは滅多にないと思うので、普

通のガラスであったか、フィルムが張ってあった

かということが推測されます。自然的にはなかっ

たということで了解いたしました。 

  あと、今言ったとおり、優先順位をつけてとい

うことがありました。この優先順位の考え方をお
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伺いいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（稲見一志） 先ほど議員ご指摘のよう

に、避難所としての指定になっています。体育館

等が避難所の指定というふうになってございます。

体育館等について対策をしてあるところと対策を

していないところとがございます。それは学校等

で全部知っているかというと、多分知らないとい

うふうに思っております。 

  飛散防止フィルムも見た目ではわかりません。

強化ガラスは若干薄く強化ガラスというふうに表

示はあるんですが、見た目にはちょっとわからな

いということで、強度的には強化ガラスのほうが

確かに強い。あと、半永久的なものだと思ってお

ります。フィルムについてはある程度の耐用年数

がありますので、本来であれば強化ガラスという

ものが必要だと思っておりますが、考え方といた

しまして、避難所となる体育館、それにつきまし

て今後、予算の関係もありますが、順次対応して

いきたいというふうに考えております。 

  以上です。 

○議長（君島一郎議員） ７番、齊藤誠之議員。 

○７番（齊藤誠之議員） ただいま優先順位の考え、

あと、この後体育館のことを聞こうと思ったんで

すけれども、部長のほうから答弁が出てしまった

ので、実際そういった避難所の指定されていると

ころを率先してやっていくということが必要だと

いうことをお聞きしようと思ったんですが、そう

いった考えがあるということなので、ぜひその考

えで取り組んでいただきまして、あるいはこの後

の避難のほうにつながってくるんですが、その場

所がその学校にとってはそういう形になっていな

いというのもしっかり周知してあげなければなら

ないのかなと思いますので、ぜひその辺のところ

はしっかり行っていただきたいと思います。 

  続きまして、避難訓練のほうに移るんですが、

地震や火災の訓練というものは私どもが小さいと

きにでも行っていたものということで、なかなか

竜巻に関するものや爆弾低気圧、あるいはゲリラ

豪雨、雨風の訓練というものはなかなかなかった

と思います。実際、竜巻等々の訓練については、

どういった訓練をしているのか、お伺いしたいと

思います。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（稲見一志） 竜巻については、最近県

内でも起こっておりまして、窓ガラスが割れたと

いう報道があったことは周知のとおりだと思いま

すが、学校におきましては、窓ガラスを閉めてカ

ーテンを閉めて、窓の部分から離れて、廊下側と

いうんですかね、そういうところに移動するとい

うような指導を行っているというところでござい

まして、ソフト面の対応ということを周知してい

るというところでございます。 

  以上です。 

○議長（君島一郎議員） ７番、齊藤誠之議員。 

○７番（齊藤誠之議員） それでは、竜巻が発生し

たということでの今訓練をお聞きしましたが、ま

ず警報等について、気象台からの情報の発信元は

どちらから学校に伝わるのか、お伺いしたいと思

います。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（稲見一志） 気象警報につきましては、

市で発信している「みるメール」とか、学校の先

生方も登録してありますし、市のほうでもそうい

う警報等が出たときには、震度３であれば学校の

状況をお知らせするとか、災害の状況を逐一報告

する。強風とか台風とかというところで報告が教
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育委員会のほうに上がるようになっておりますの

で、まず第一義的には学校のほうでそういうもの

は情報キャッチをして、中の点検をして教育委員

会に報告をするというような流れになっておりま

すので、どういう形で周知するかというと、教育

委員会から周知ということではなくて、学校独自

がそういうものは情報を得るというふうな形にな

っていると思います。 

  以上です。 

○議長（君島一郎議員） ７番、齊藤誠之議員。 

○７番（齊藤誠之議員） 学校の先生方がそれぞれ

「みるメール」を登録しているということをお聞

きいたしました。 

  その発信を受けたときに、実際に学校のほうで

指揮をとる体系なんかはできているのかどうか、

お伺いしたいと思います。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫） 学校におきましては、さ

まざまな災害を想定したマニュアルが作成されて

おりましたので、それに従って行う。基本的な災

害担当、多くの学校では恐らく教頭先生あたりが

中心になって動くことがあると思いますが、各学

校、体制はきちんと整っているというふうに認識

しております。 

○議長（君島一郎議員） ７番、齊藤誠之議員。 

○７番（齊藤誠之議員） 実際、教頭先生がいらっ

しゃることを考えて、災害がそういった状況が起

きたときはわかるんですが、例えば教頭先生でも

毎回学校にいるわけではございません。そういっ

た中で、先生の中では基本的に校長や教頭がいな

いときにも動けるような体制にはなっているのか

どうか、改めてお伺いいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫） 管理職はどちらかが不在

にならないようにというようなことで配慮をして

はおりますけれども、場合によってはそばにいな

いということも想定されますので、その場合には

教務主任、あるいは学年主任、そういった上に立

つ立場の者が臨機応変に指揮をとるというふうな

体制になっているということでございます。 

○議長（君島一郎議員） ７番、齊藤誠之議員。 

○７番（齊藤誠之議員） 了解いたしました。 

  それでは、二次避難について、実際に安全な場

所へ移動すると言っておりましたが、各学校での

安全な場所というものに関しまして、チェックし

た後にその場所に移動するとはなっていますが、

基本的に竜巻等々の風が発生した場合の安全な場

所に逃げなさい、あるいは誘導する場所というも

のは、各学校で設定してあるのかどうか、お伺い

いたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫） そのときの状況によって、

一番安全な場所はどこかというのは、これはなか

なかふだん想定していても、実際に状況が違うと

いうこともあり得ると思います。特に、竜巻の場

合には、二次避難で外に出るということが必ずし

も安全ではないということも考えられます。です

ので、どういう災害が起こったかということを確

認した上で、それを避ける一番いい場所がどこか

というのをその都度判断をしながら、避難をさせ

るということになるだろうと思います。 

○議長（君島一郎議員） ７番、齊藤誠之議員。 

○７番（齊藤誠之議員） さっきの１番と３番につ

ながるんですが、こういったときに竜巻に関して

は各クラスに避難しろということが責任を持って

言えない。あるいは、そういったフィルム等々、

強化ガラスが全て設置されているわけではないの
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で、間違ってクラスの先生が自分たちのクラスに

入ったところに風が吹いて、あるいは物が飛んで

きてというときには、割れる可能性がある。割れ

るから、ソフトの面でカーテンをひいて内側に来

なさいということになっているとは思うんですが、

それを全てに置くためには財政のものもあるとい

うことなので、体育館なんかに、竜巻の情報が出

て近くに発生しそうな場合というものがわかった

場合には、体育館に逃げる等々の対策ができたほ

うがいいと思いますので、そういった考えもして

いただければと思いまして、避難訓練のほうも聞

かせていただきました。 

  それでは、４番のドアクローザーのほうに移り

たいと思います。 

  ドアクローザーが設置されていないところが11

校ということなんですが、わかり切っての質問な

んですが、普通にばたんと閉まってしまう状況な

のかどうか、お伺いいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（稲見一志） 何カ所か故障しているよ

うな状況も聞いておりますので、設置をされてい

ないところもあります。ドアクローザー、ご存じ

のように、こう開いたときに上のところにばねが

あって、ゆっくり閉まるような形のものでござい

ますので、そういう箇所があるもの、つくりによ

って開くんではなくて引き戸になっているところ

もありますよね。そちらのほうが強いという構造

もありますので、何と申しますか、ドアクローザ

ーの故障しているものについては、ある程度早急

に対応していきたいというふうに思っております

が、今後設置する必要があるということも現地の

ほうをやはり確認をしながら、毎年学校の修繕等

の調査もしておりますので、学校とよく協議をし

ながら、予算の関係もありますので、その辺を考

えながら対応していきたいというふうに思ってお

りまして、急にばたんと閉まるというところにつ

いて全部私のほうで把握しているかというと、な

かなかその辺は難しいところがありまして、その

辺を学校に聞きながら、本当に閉まって手を挟ん

だり、そういうことがないように、学校において

は先ほど申しましたように、コンクリートブロッ

クを置いたり、プランターを置いたり、そういう

ような一時的な対応をしているというような現状

でございますので、その辺学校の状況をよく確認

しながら、できるだけ対応していきたいというふ

うに思っております。 

  以上です。 

○議長（君島一郎議員） ７番、齊藤誠之議員。 

○７番（齊藤誠之議員） ただいまご答弁いただい

たように、ドアクローザーの必要性ということで、

実際閉まるほうがイメージなんですが、あけると

きも風で持っていかれると、反対側に行ったとき

にすごいけがをするということなので、これはつ

けておいたほうがいいのかなというふうには思い

ます。 

  一番強烈なのが体育館の入り口の、側面は引き

戸になっているんですが、入り口のメーンのほう

は開き戸になっているということで、あれはまる

っきり鉄なので、もし風で持っていかれると相当

な重症なけがになってしまうということも考えら

れます。実際ドアクローザーのチェック、あるい

は今回お聞きしようと思っているのが、開き戸を

引き戸にならないかどうかをお伺いしたいと思い

ます。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（稲見一志） 開き戸を引き戸に改修で

きないかということでございますが、場所によっ

てはスペースの問題もございまして、改築に相当
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費用がかかるというところもございます。開き戸

について引き戸に直せるかというと、場所によっ

てございますし、先ほど申しましたように、そう

いう方法がいいのか、ドアクローザーで対応した

ほうがいいのか、その現場において最善の方法と

いいますか、そういうふうにして児童の安全のほ

うに対応していきたいというふうに考えておりま

す。 

  以上です。 

○議長（君島一郎議員） ７番、齊藤誠之議員。 

○７番（齊藤誠之議員） であれば、もし引き戸が

不可能であれば、ドアクローザーはメーンの入り

口のドアにしか多分ついていません。左側は、こ

うぱちんぱちんとやってあけるほうにはドアクロ

ーザーはついていませんので、結局開くときには

同じような影響が訪れる可能性があると。これは

ふだんの学校生活で強風が吹くということであれ

ば、学校の先生が開閉をあけちゃだめとできるん

ですが、ふだんあいているときに風が強くなった

場合でも通用する話でございますので、ぜひチェ

ックをして必要かどうか、学校の先生に聞いて必

要かと言えば多分必要であると返ってくるとは思

うんですが、早急な対応をしたほうがいいと思い

ます。 

  新たな体育館を建てていただいて、そういった

ところは全て引き戸になっておりますので、とて

もその危険性はないということで、最後閉まると

きにもゆっくり閉まるということで、そういった

形を改修も踏まえた年数で図れるところもあれば

いいんですが、今後建てかえの可能性がないとか、

改修の可能性がないというところにはぜひ対応し

ていただいて、今後のそういったいつ起こるかわ

からない災害に対して、しっかりと策を講じてい

ただきたいと思っております。 

  実際、この地球温暖化によるものと思われる低

気圧の発生ですね。この夏もそんなに暑くなかっ

たのに、竜巻や台風の発生がとても多かったと思

います。実際、ふだん子どもたちが今回は夏休み

中の台風であったりとかというものがあれば、そ

んなに影響はないとは思いがちなんですが、実際

中で部活をやられていたり、あるいはレクリエー

ションで借りてみたりとか、そういった形で市民

の方が使うこともございます。あるいは、先ほど

言ったとおり、万が一の災害に備えて避難所に指

定されており、避難所になったときに今度は全世

代の方がそこに入ってくると思います。その中で、

そういった扉に関して、ただコンクリートブロッ

クを置いたりとか、ドアのストッパーを置いたり

という形になると、当たり外れが正直出てくると

思いますので、そういったところも鑑みまして、

しっかりと対策をしていただきたいと思っており

ます。 

  実際小さな話なんですけれども、そういったと

ころが積み重なっていくと大きなものになるとい

う感覚もございますので、ぜひここに関しまして

は早急に取りかかっていただきたいとご要望申し

上げまして、この項の質問を閉じさせていただき

ます。 

  続きまして、３、防犯、監視カメラの設置につ

いて。 

  日々報道される犯罪や交通事故、メディアを通

しても事件事故の情報の提供として防犯カメラの

捉える情報は大きく寄与しています。このように、

防犯カメラや交差点及び不法投棄が多発している

場所に設置される監視カメラは、人だけでは対処

し切れない人々の安全を確保していく上で、今後

本市としても必要になることは明白であることか

ら、以下の点についてお伺いいたします。 

  ⑴公設の防犯カメラ並びに監視カメラの設置状

況についてお伺いいたします。 
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  ⑵学校や公共施設への防犯カメラの設置要望に

ついてお伺いいたします。 

  ⑶今後の防犯カメラの設置に関する市の考えを

お伺いいたします。 

○議長（君島一郎議員） ７番、齊藤誠之議員の質

問に対し答弁を求めます。 

  生活環境部長。 

○生活環境部長（山田 隆） それでは、３の防犯、

監視カメラの設置について順次お答えを申し上げ

ます。 

  初めに、⑴の公設の防犯カメラ並びに監視カメ

ラの設置状況についてお答えいたします。 

  防犯カメラにつきましては、黒磯駅東西連絡橋

に13台、西那須野駅東西連絡橋に14台を設置して

おります。それぞれ黒磯駅前交番、それから西那

須野交番でモニター監視を行うことにより、那須

塩原警察署と連携した運用を行っているところで

ございます。 

  監視カメラにつきましては、市役所各庁舎、学

校、駐車場などの施設に合計で214台設置してお

りまして、施設の防犯を目的とする監視や、施設

の現在の状況や安全確認のために設置をしており

ます。 

  次に、⑵の防犯カメラの設置要望についてお答

えをいたします。 

  学校では、小中学校長会やＰＴＡ連絡協議会か

ら要望をいただいており、公共施設では市政懇談

会において塩原温泉交流広場への要望をいただい

ております。 

  最後に、⑶の今後の防犯カメラの設置に関する

市の考え方についてお答えをいたします。 

  市内全体の犯罪状況を見ますと、犯罪認知件数

は減少傾向にありまして、現時点では市が防犯カ

メラを設置する予定はございません。しかしなが

ら、例年各自治会から防犯カメラの設置や設置費

用補助の要望がありまして、地域の不安解消に努

める必要があることから、設置補助などの支援制

度について検討していきたいというふうに考えて

おります。 

○議長（君島一郎議員） ７番、齊藤誠之議員。 

○７番（齊藤誠之議員） ただいまご答弁いただき

ました。 

  設置カメラの台数がふえたことの理由につきま

しては、我々議員等々は知っているとは思います

ので、理解ができます。 

  先ほどの答弁で、監視カメラと防犯カメラとい

うのがちょっとややこしいところもあるんですけ

れども、防犯カメラの設置を最近したかどうかを

改めてお伺いしたいと思うんですが。台数は別に

大丈夫です。設置したかどうかというところをも

しわかれば、よろしくお願いいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  生活環境部長。 

○生活環境部長（山田 隆） 議員もご存知かと思

いますが、監視カメラ、施設の安全管理のための

目的、あるいは例えば交通事故の防止のために道

路に設置するとか、ある目的を持った監視カメラ

というところでいうと、先ほどお答えしたとおり

でありますが、未然の犯罪を防ぐという意味での

防犯カメラ、抑止力を期待した防犯カメラの設置

という意味では、先ほど申し上げました黒磯駅と

西那須野駅の連絡橋以外には、特に市のほうで防

犯カメラを設置したという実績はございません。 

○議長（君島一郎議員） ７番、齊藤誠之議員。 

○７番（齊藤誠之議員） わかりました。答弁でつ

ながっていたのでちょっと理解ができなかったの

で、申しわけございません。 

  それでは、関連がございますので、一括して再

質問させていただきますが、⑵の設置要望のほう

に移らせていただきます。 
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  実際ですが、各種団体、あるいは各地域で要望

をいただいているということなんですが、学校等

の設置に至らない理由、あるいは交流広場、塩原

で欲しいと言っているところに関して、設置に至

らない理由を改めてお伺いしたいと思うんですが。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（稲見一志） 昨年11月にＰＴＡ連絡協

議会、それから学校長の代表で要望書を受けてお

ります。児童生徒の安全確保のために防犯カメラ

の設置という要望を受けているところでございま

す。 

  市内の小中学校におきましては、数校設置をし

ている状況でございまして、設置をしてないほう

が多いというようなことでございます。その中で、

今まで設置をしてきたのは、盗難の事故があった

とか、あとはいろいろなプール等に投げ込みがあ

ったとか、いろいろな犯罪があった関係で設置し

てきたのが事実でございまして、そういうために

監視カメラというんですかね、そういうものをつ

けてきた。防犯というよりも監視という意味合い

のほうでつけたというような事実がございます。 

  ＰＴＡ、学校のほうからも要望があるように、

どちらかというと、教室のほかに校庭のほうも見

渡せるそういう監視用のカメラを職員室というん

ですかね、そういうところで見られるようなシス

テム的なものがあれば一番いいというふうには思

っておりますが、要望等も出ておりまして、すぐ

にということではないんでしょうけれども、今は

第一段階として各学校には門扉を全部つけてある

ということで、一義的にそこでシャットアウトし

ているんですが、その後そういうことでカメラに

よって監視ができるシステムが構築されていけば

いいのかなというふうには思っておりますが、今

後よく学校のほうの状況を確認しながら、いろい

ろ考えさせていただきたいというふうに思ってお

ります。 

  以上です。 

○議長（君島一郎議員） 生活環境部長。 

○生活環境部長（山田 隆） それじゃ、私のほう

からは交流広場の件についてお答えを申し上げま

す。 

  市政懇談会において交流広場に防犯カメラを設

置してくれということで、よく話を聞きましたら、

車上狙いというんですかね、それがふえていると

いうお話でありました。よく話を聞きますと、こ

の広場だけでなく、まちの中、広場とか駐車場と

か、そんな話もありましたので、そういう状況の

中で市が防犯カメラを設置してモニターで監視す

るというのはなかなか難しいという中で、そのと

きの対応としては、広場自体は塩原支所の管理で

ありますので、その辺を含めて検討というところ

と、全体の中で言うと補助制度等も検討していき

たいなというお話をそのときはさせていただいた

ところでございます。 

○議長（君島一郎議員） ７番、齊藤誠之議員。 

○７番（齊藤誠之議員） まず、学校のほうなんで

すが、事前に設置台数のカメラがふえたのはたし

か保育園のほうであって、あれも監視という名前

がついてしまう。何かが起きるのを監視しながら

行うということは、基本的に人が働くところにと

って監視をされるというのはとても働きづらくな

るということがありますので、学校に関しても、

もしつけていただくという要望であれば、多分防

犯でいいのかなとは思っております。 

  先ほど言ったとおり、何かが起きてからつける

というケースがとても多いものですから、先ほど

部長のほうも答弁ありましたとおり、未然の防止

とその抑止を図るためでの設置ということで考え

ていけば、もうちょっとこうハードルが低くなる
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のかなとも思いますので、ぜひお話し合いをいた

だいて、自転車が壊された事件があったから防犯

カメラをつけましたというよりは、学校の安全を

守るために先に防犯カメラをつけましたというほ

うが流れ的にはいいのかなとも思いますので、ぜ

ひ検討項目として入れていただきたいと思います。

よろしくお願いいたします。 

  あと、交流広場におきましては車上荒らしとい

うことで、そういったケースがあってつけるとい

うことなので、これはもうごもっともで、つけて

いったほうが、先ほど言ったとおり人が毎回毎回

出て見歩けるほど人材がいらっしゃればいいんで

すけれども、そういった場所ではないというとこ

ろがあったときの抑止、あるいは情報の把握とい

うことができますので、各支所の扱いというとこ

ろもよく各支所の方にも聞いていただいて、そこ

の話を取り入れた中でしっかりと予算要求して、

つけるためのものを考えていただく。あるいは今

言っていただいた、今度３番に入りますけれども、

今後設置補助のほうを考えていくという市の制度

にしっかりと協議に加わっていただいて、実施を

していただきたいと思っております。 

  この設置補助に関しましては、以前の取りつけ

てくれという話よりは、市民の方のほうからの要

望が実際つけてくれということで多くなってきた

ということで、今回この答弁につきましては前向

きな答弁をいただいたと思っております。ぜひ検

討していただいて、その地域の安全対策を考えて

いる地域の方のために、補助を出していけるよう

な制度をしっかりと確立していただきたいと思っ

ております。 

  先ほども申したとおり、公共施設での安全、あ

るいは地域の安全は、人での見守りではどうして

も届かない場所、そういったところを補完する機

能、あらかじめ防犯の効果はとてもあると思って

おります。何かあってからの設置と先ほど言った

とおり、それであってはこの地域全体が苦労する

というか、その人たちがなぜ要望しているかとい

うところの理由がしっかりあることによって、こ

ういった要望が出てきていると思いますので、防

犯意識の高さをあらわしていく意味でも、ちょっ

と機械化、あるいはプライバシーの問題等々あり

ますが、それ以上に人となりの安全が最優先であ

るという姿勢も今後必要だと思いますので、ぜひ

公共施設に関しても検討していただいて、あるい

はこの市庁舎でも先ほど監視カメラというお話は

聞いたんですが、各課のカウンター、そういった

ところにも防犯カメラを設置していくような体制

をとっても、逆に市の職員の安全にもなりますし、

そういった監視をしているわけではなくて、防犯

をするための抑止だということであらわしていく

のも今後必要な時代がやってくるのかなと思いま

す。ぜひそういったところをしっかりと取り組ん

でいただくことを要望いたしまして、この項につ

いても質問を閉じさせていただきます。 

  続きまして、４、小規模企業振興基本法施行に

伴う本市の対応について。 

  小規模企業振興基本法が施行され、基本計画が

策定されたことを受け、栃木県では中小企業の果

たす役割とその重要性を認識し、栃木県中小企

業・小規模企業の振興に関する条例を制定してお

ります。これを受け、県内では約７割の市町が条

例を制定、もしくは制定を予定しております。し

かし、本市を含め７市町が検討中と報道がありま

した。 

  本市においても市の特性に応じた基本理念を定

め、条例を制定、策定することで、地域経済を支

える中小企業並びに小規模企業者に対する支援を

明確にしていくことが重要であると考えますが、

改めて本市の条例制定に関する考えをお伺いいた
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します。 

○議長（君島一郎議員） ７番、齊藤誠之議員の質

問に対し答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（君島 寛） 齊藤誠之議員の小規模企業振

興基本法施行に伴う本市の対応についてお答えを

申し上げます。 

  中小企業等の振興発展については、さまざまな

施策を展開しておりまして、今後も地域経済の持

続的発展や中小企業の支援等を推進していくこと

としているところでございます。 

  ご質問の条例につきましては、こうした取り組

みのよりどころとなるものでございまして、中小

企業等の振興に取り組む本市の姿勢を明確にする

ものであると考えておりますので、第２次総合計

画に掲げた施策の着実な推進を図っていくため、

制定に向けた関係者との連携協議を進めてまいり

たいと考えているところでございます。 

○議長（君島一郎議員） ７番、齊藤誠之議員。 

○７番（齊藤誠之議員） ただいま市長のほうから、

条例の制定に向けた関係者との連携協議を進めて

いくとの明快な答弁をいただくことができました。

再質問はございません。 

  この小規模企業振興基本法に伴って制定された

条例に関しましては、栃木県議会のほうでも質問

でも数回取り上げられ、県の小規模企業に対する

本気度を通って条例制定に至っておる経緯がござ

いました。本市でも君島市長の掲げる国や県との

パイプのつながりが発揮されてきている中、こう

いった県への姿勢に倣い、本市ならではの基本理

念を定め、中小・小規模企業を思う市の姿勢をつ

くりあげることは、企業への後ろ盾に市がしっか

りとバックアップしているとの意思のあらわれで

あると思っております。また、県との姿勢を合わ

せていくことで、本市はもちろん、県の本気度に

も市が応えていく栃木全体で臨む姿勢のあらわれ

の一つであるとも考えております。遅い、早いで

はなく、行政と関係者とで互いのやるべきことを

明確にし、那須塩原市に実用性があるものになる

ように、しっかりとつくり上げていっていただき

たいと思っております。よろしくお願いいたしま

す。 

  以上で４番の質問を閉じさせていただきます。 

○議長（君島一郎議員） 質問の途中ですが、ここ

で10分間休憩いたします。 

 

休憩 午前１０時５５分 

 

再開 午前１１時０４分 

 

○議長（君島一郎議員） 休憩前に引き続き会議を

開きます。 

  ７番、齊藤誠之議員。 

○７番（齊藤誠之議員） それでは、次に移らせて

いただきます。 

  ５、「特別の教科 道徳」について。 

  国の新学習指導要領では、平成30年度より小学

校での道徳を「特別の教科 道徳」とし、授業と

して取り入れることになっております。道徳心の

醸成は、これからを生きていく子どもたちにとっ

て必要であり、あらゆる面で重要なことであるこ

とから、以下の点についてお伺いいたします。 

  ⑴道徳の授業の現状についてお伺いいたします。 

  ⑵道徳の授業をどのように進めていくのか、お

伺いいたします。 

  ⑶道徳の授業では、子どもたちへの評価を行う

のか、お伺いいたします。 

  ⑷道徳の教科化について課題があればお伺いい

たします。 

  ⑸先生たちへの対応についてお伺いいたします。 
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  ⑹これからの道徳のあり方について、本市の考

えをお伺いいたします。 

○議長（君島一郎議員） ７番、齊藤誠之議員の質

問に対し答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫） それでは、私のほうから

５の「特別の教科 道徳」のご質問に対しまして

順次お答えさせていただきたいと思います。 

  初めに、⑴の道徳の授業の現状についてお答え

をいたします。 

  現在は、小・中義務教育学校ともに、現行学習

指導要領に基づきまして道徳の授業を週１時間実

施しているということでございます。新学習指導

要領の先行実施は行ってはいないものの、指導方

法等につきましては、新学習指導要領の趣旨を踏

まえて、問題解決的な学習、考え議論する道徳を

意識した授業を展開しているというような状況に

ございます。 

  次に、⑵の道徳の授業をどのように進めていく

のかについてお答えをいたします。 

  道徳の授業におきましては、児童生徒に考えさ

せたい道徳的価値を捉えさせるとともに、自己を

見詰め、多様な感じ方や考え方によって学び合う

ことができるように授業を展開いたします。その

際、特定の価値観を児童生徒に教え込むことのな

いよう、児童生徒が主体的に考え、相互の話し合

いを通して、よりよい生き方を導き出せるよう工

夫をしているというようなことでございます。 

  また、学校の教育活動や日常生活における体験

も重視しながら、そのときの考え方、感じ方を生

かした指導も行っていきたいと、こう考えており

ます。 

  次に、⑶の道徳の授業での子どもたちの評価に

つきましてお答えをいたします。 

  来年度からは、小学校及び義務教育学校前期課

程におきまして「特別の教科 道徳」としての授

業が全面実施されますので、通知表や指導要録に

は評価を記載することになります。その際には、

数値による評価は行わないこととされておりまし

て、ほかの児童生徒との比較による相対評価では

なく、児童生徒がいかに成長したかを積極的に受

けとめて認め、さらに励ます個人内評価を文章で

表記をする、記載するということになります。 

  次に、⑷の道徳の教科化の課題についてお答え

をいたします。 

  来年度から「特別の教科 道徳」がスタートす

ることに伴い、課題といたしまして、まず１つ目

は、道徳の授業のあり方についてさらに改善をし

ていく必要があるということでございます。読み

物資料を中心とした指導にとどまらず、体験的活

動を通して望ましい行動を考える指導や、話し合

いを中心とした討論型の授業などの実施も大切に

なってまいります。 

  また、２つ目といたしましては、新たに検定教

科書を使用することに伴いまして、年間指導計画

や評価計画等の見直しが必要になってくるという

ことも課題と考えられます。 

  次に、⑸の先生方への対応についてお答えをい

たします。 

  ⑷でお答えをいたしました課題を解消するため

にも、教員対象の研修会等を積極的に実施してい

くことが必要と考えております。具体的には、道

徳のすぐれた授業力を有する教員を授業力向上委

員として指名をし、その教員による師範授業や大

学教授等の講話などを実施することとしておりま

して、今年度は11月に研修が予定されております。 

  また、年間指導計画等の改善につきましては、

各校において主体的に計画作成を実施してきてお

りますけれども、市の教育委員会といたしまして

も、各校における計画の見直しを確実に行うため
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に道徳教育研修会を実施し、各学校の道徳教育推

進教師を対象にして、計画の見直しについての共

通の考え方や評価についての学習会を行うことと

しております。 

  最後に、⑹のこれからの道徳のあり方について

本市の考え方をお答えいたしたいと思います。 

  道徳教育は、人が一生を通じて追求すべき人格

形成の根幹にかかわるものであり、児童生徒が常

に自分の心と向き合い、物事の本質を考える力や

何事にも主体性を持って誠実に事に当たる意志や

態度、豊かな情操は、知育・体育の基盤ともなる

基礎的なものでありまして、その育成は極めて重

要なものと考えております。 

  本市の人づくり教育におきましては、道徳教育

の充実を土台に確かな学力・体力の育成、社会力

の育成を図ることとしております。人が互いに尊

重し合い協働して社会を形づくっていく上で、共

通に求められるルールやマナーを学び、規範意識

をしっかりと育むとともに、自分の生き方につい

て葛藤しつつ考えを深めることは、児童生徒の人

格形成上大変重要なことであるというふうな認識

をしております。 

  今後とも道徳教育の充実に努めまして、豊かな

心を持った児童生徒を育成してまいりたいと、こ

のように考えております。 

  以上です。 

○議長（君島一郎議員） ７番、齊藤誠之議員。 

○７番（齊藤誠之議員） ただいま、ご答弁いただ

きました。 

  それでは、関連がございます項目もありますの

で、一括にて再質問させていただきます。 

  ⑴番と⑵番に関しましては、⑴番については現

状は把握いたしました。⑵番の道徳の授業をどの

ように進めていくのかというところでご説明があ

ったんですが、児童生徒に進めていく方針のほう

はわかったのですが、これ単純に教える先生につ

いては誰が担当していくのかをお伺いいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫） 道徳の授業に関しまして

は、基本的に小学校、中学校、義務教育も入りま

すけれども、義務教育学校も入りますが、学級担

任が行うというふうになっております。 

○議長（君島一郎議員） ７番、齊藤誠之議員。 

○７番（齊藤誠之議員） わかりました。これにつ

いてはまた最後のほうでお聞きしていきたいと思

います。 

  それでは、⑶番のほうの先ほど言っていただい

た評価の部分に係っていくんですが、評価に関し

ましては数値による評価を行わないということを

先ほどご答弁いただきました。実際に個人内の評

価を文章であらわすという評価にかわっていく、

評価はするということなんでしょうけれども、そ

れにおいて、授業でやっている中でそれぞれ１人

を掌握して、１人の成長を見ながら、授業として

の評価を行っていく中で臨んでいくという話を聞

いたんですけれども、実質先生が、一番多くて35

人学級だと思うんですが、そういった体制がうま

く評価の値にするときに成り立っていくのかどう

かの不安点があるんですが、その辺についてちょ

っとお伺いしたいと思います。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫） この特別の教科道徳が出

て、評価を行うということが報道されたときに大

分いろいろ話題として大きく取り上げられたんだ

ろうと思います。 

  いわゆる評価という概念というかイメージなん

ですけれども、他の教科の場合には、学習する内

容がありまして、その学習内容をどの程度子ども
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たちが身につけたかということはしっかりと把握

していく必要は、当然これはあるわけでありまし

て、そういう評価、この特別の教科道徳における

評価というのは全く違うというふうに、評価とい

う言葉を使いますが、違うというふうに認識をし

ていただいたほうが私は正しいのではないのかな

と思います。 

  先ほど申しましたように、他と比較することな

く、それから普通の教科ですと、ある数時間の学

習のまとまりを終えたときにその内容をどの程度

子どもたちが理解しているかということを評価す

るということが一般的でありますけれども、道徳

の場合には内容項目が１、２年、３、４年、５、

６年、中学生というふうにふえて、22ぐらいまで

はふえるんですけれども、それを一つ一つ評価す

るのではなくて、例えば本市の場合は二期制です

ので、前期の道徳の学びを通す中で、子どもが、

その子が道徳性とか、あるいは道徳的実践力とか、

あるいは物の考え方とか、それがどのようにかわ

っていったか、あるいは道徳の授業に臨む態度が

どのように変化していったかということの、その

いい部分を担任がしっかりと見取っていって、そ

れを文章で表現して、一人一人の子どもがこのよ

うに変容したと、していったと、しているという

ようなことを記述するということが、この特別の

教科道徳における評価ということになります。 

○議長（君島一郎議員） ７番、齊藤誠之議員。 

○７番（齊藤誠之議員） 実際ここで学んでいくこ

とによって、個人の成長を他人と協調性をもって、

全て課題解決というわけではないんでしょうけれ

ども、授業を取り組んでいる姿勢であったり、そ

の１人の成果を次なる成長に続けていくための記

述をして、成長を伸ばしていくという評価方法だ

ということは理解できました。 

  実際新たに、今までは数値評価というのは私ど

ものときにも、この間いろいろ話あったんですけ

れども、数値で評価されていたような気がしない

でもないです。自分たちの時代ですよ、でも、今

回その記述式に入るということは、通知表もそう

いったフォーマットに変わるのかどうかもひとつ

ちょっとお聞きしたいんですけれども。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫） 通知表にも当然のことな

がら道徳の欄が設けられて、そこに文章として表

現できるスペースができるわけでありますが、実

は初めてそういうものが出たわけではありません

で、実は総合的な学習の時間であったり、あるい

は小学校の１、２年生の生活科というのがありま

すが、こういった教科や活動につきましては、こ

れまでも評価はしませんけれども記載をして、文

章表現で保護者にお伝えをしているということが

ありますので、先生方にとっては新しいものでは

ないというふうに思います。 

○議長（君島一郎議員） ７番、齊藤誠之議員。 

○７番（齊藤誠之議員） それでは評価のところも

残しつつ⑷番のところに入っていくんですが、先

ほど話あったとおり、体験活動であったり話し合

いを中心にした討論型ということで、多分グルー

プワークとかそういった形が考えられていきます。

実際この手法には、本市においては教育長が進め

る学び創造プロジェクト、あるいはそれに付随し

たアクティブラーニング等々が取り入れられてい

ますが、この道徳の教科化においてもそういった

ものは使用していくのかどうかお伺いいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫） 先ほど申しましたことに

関係しますが、この特別の教科道徳、教科化とい

うのはなぜされたかという部分にもつながってく
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るかと思うんですが、これまで私たち世代は、こ

れまでの道徳というものを授業として受けてきた

わけでありますが、どちらかというとやっぱり副

読本等を使って読み取り、そこからどういったも

のを考えるのかという、ここからこういうことを

学ぶんだよと、こういう考え方が大切なんだよと

いうふうなことで、やや道徳的価値についてこう

絞り込む、そういうような、資料を読み解きなが

らというような道徳の授業が中心であっただろう

というふうに思います。 

  ところが、やっぱりそうではない、多様な考え

方の中から自分が気づき、その道徳性を、心情を

養っていく、あるいは道徳的実践力を育てていく

というためには、人とのかかわりの中で新たな気

づきを持ったりすると、そういうようなことが授

業として大切になってくるということであります

ので、先ほど申しましたように議論する道徳と、

ちょっとなかなか議論する道徳とはどういうのと

いうふうなイメージもあると思うんですが、そう

いうものが大切になってくるというふうに言われ

ております。 

  したがいまして、先ほど議員がおっしゃったと

おり、本市は既に学び創造プロジェクトというと

ころで授業のスタイルを変えてきております。当

然そのほかにはグループごとのディスカッション

の場があったり、あるいは全体で話し合う場面が

あったり、あるいは個人でしっかり考えたりする

というさまざまなスタイルを取り入れた授業を仕

組んできているわけでありますので、そういった

ものとこれから目指そうとする道徳の授業のあり

方というのは、私は重なってくるというふうに考

えますので、先生方にとっては少しずつ新しい道

徳教科化に向けても、授業のスタイルというもの

はしっかりと身につけつつあるのではないかなと、

こう思っております。 

○議長（君島一郎議員） ７番、齊藤誠之議員。 

○７番（齊藤誠之議員） ただいまご答弁あったと

おり、子ども一人一人がその道徳の授業の題材の

ときに考えることが、全然、こう多様であって、

その価値観の多様化というところがこれから争点

になってきて、それの中で取り組む姿勢であった

り、それの成長の度合いを先生が書いていくとい

うことで、かなり先生には負担がかかりながら、

でも子どもたちにはその道徳心の醸成を教えてい

くということで、子どもたちの力もかりながら一

緒に学んでいくような授業のスタイルという形で

考えていきたいと私のほうでも思っております。 

  ⑸の先生たちへの対応ということでご説明いた

だきました。これから、来年の４月１日から多分

始まるということで、11月にも研修が予定されて

いるということがありました。その中のご答弁の

中に授業力向上委員と、あと道徳教育推進教師、

こちらの関係性をもう一度お伺いしたいと思いま

す。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫） 本市におきましては、各

教科等で日々の授業においてすぐれた授業を実践

なさっている先生方を選びまして、授業力向上委

員というふうな形で指名をさせていただきます。

その先生方に師範授業、要するにお手本となる授

業を見せていただいて、特に若手の教員中心とし

てその授業を見て、その後議論をするというよう

な形で、広くそのすばらしい授業を実践している

先生方のノウハウを広めていこうというようなこ

とで取り組んでいるわけですが、その１つにまず

道徳も入っておりますので、そういう視点からす

ぐれた授業をより多くの先生に見ていただくとい

うことでございます。 

  また、道徳教育推進教師ですが、これは実は各
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学校に１名ずつ校長が指名をしてその役割を果た

すようになっておりますので、これはどの学校に

もおります。 

○議長（君島一郎議員） ７番、齊藤誠之議員。 

○７番（齊藤誠之議員） 全ての先生がそういった

指導を受けながら、ノウハウを学んで授業に臨ん

でいくということなんですけれども、この各道徳

推進教師の任命に関しては、以前別な質問でも言

ったとおり教師の異動がございますので、１人の

指名をうまく校長が見抜かないと、人によっては

全然変わってしまうところがありますので、その

辺のほうはちょっと教育長のほうからまたしっか

りと適任を探していただきまして、指名していた

だきたいということを校長にお願いしていただき

たいと思います。 

  それでは、これからの道徳のあり方ということ

で、最終項に入っていきます。 

  本校では、小中一貫教育を取り入れ、実施して

いると思います。この中には、生徒の卒業するま

でのイメージを描きながら、先生が一人一人その

子どもに対して授業を行っていく、あるいは取り

入れながら成長を促していくということなんです

が、これと道徳の部分というものは重なるところ

があると思っております。その辺の考えで、この

小中一貫のものと、あくまで授業として考える道

徳の考え方についてちょっと教育長のお考えを聞

きたいと思います。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫） 本市の教育、具体的に進

めていくのは、議員おっしゃったとおり、本市で

は小中一貫教育というシステムの中で進めている

わけでありますので、この中で本市が目指す学力、

体力、それから社会力、そして豊かな心とその豊

かな心の部分に、ある意味道徳というものが位置

づけられるのではないのかなと思いますが、ただ、

そこだけではないわけでありまして、まさに道徳

というのは、先ほど申しましたように生き方その

ものに大変重要な役割を果たすわけでありますの

で、学校におきましては道徳の時間をかなめとし

て、全ての教育活動の中でそういった道徳性を養

っていくということが大変重要でございます。そ

して、それが発達段階に応じてしっかりと身につ

けられるようにしていく、さらには学校だけでは

なくて家庭や地域とのかかわりの中でもそういっ

た道徳性というものが育っていくものだというふ

うに考えております。 

  各中学校区におきましてもそういった指標をし

っかりつくっておりますので、今後本市におきま

しては、小中一貫教育の中でしっかり道徳教育と

いうものが実践されていくものであろうというふ

うに私は確信をしているところでございます。 

  なお、道徳の授業につきましては、先ほど学級

担任が行うことが原則と言っておりましたが、ゲ

ストティーチャー的に地域の方にも入っていただ

きながら授業を行ったりすることもあり得ますし、

管理職の校長や教頭が担任にかわって道徳の授業

を行うということも各学校では実践されていると

ころでございます。 

○議長（君島一郎議員） ７番、齊藤誠之議員。 

○７番（齊藤誠之議員） ただいまご説明願いまし

た。その一端を担うところですから、重要な教科

に上がるということで、自分本位の考え方から先

生は先生でその個人の成長の度合いをイメージし

ながらやっていくということなので、全て兼ねそ

ろって同じ線に入ってきているというところの中

での道徳の教科のこの扱い方というか、始まり方

がこれから難しいところであると思うんですけれ

ども、始まっていくということなので、本校の取

り組みに関してはしっかりと取り組んでいただき



－209－ 

たいと思っております。 

  それでは、そんなわけで道徳の教科が来年度か

ら始まるのに当たって、私たち、毎回聞いている

んですけれども、保護者世帯、家庭にはどのよう

に周知をしていて、そういったものがまた始まる

のかということは考えているのかどうかお伺いい

たします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫） これ、大変、ニュースと

しても大きく取り上げられておりますので、保護

者の方々、あるいは地域の方々にも大変関心の高

いものであろうと思っております。ですので、来

年度を迎える前に道徳というものが今後こんなふ

うに展開されていきますよといったことにつきま

しては、保護者、それから地域の方々に理解をし

ていただくという手だては必要であろうというふ

うに思っております。 

  なお、これからも道徳の授業、授業参観等でも

行いますので、ぜひ保護者の方々はお子さんの教

室でどういう道徳が行われるのかといったことを

授業参観をしていただければというふうに思って

おります。あるいは、学校によっては地域に公開

している場合もありますので、そういった折には

ぜひお近くの学校に行かれて、道徳の授業という

のをごらんいただければありがたいと、このよう

に思っております。 

○議長（君島一郎議員） ７番、齊藤誠之議員。 

○７番（齊藤誠之議員） 周知とその授業の内容と

いうことで、保護者に関してはその捉え方が違う

と、きょう行ったら道徳だったというような感覚

で見る方がどうしても多いものですから、自分の

子どもが何をしているかという、その授業参観と

いう形で私たちのときなんかはおもしろい話、先

生、きょう頑張るからあなた方よろしくねと言わ

れた授業参観覚えているんです。だから積極的に

手を挙げてね、みたいな。でも今はその授業の風

景をしっかりと保護者が入っていって、テーブル

ワークであれば、グループワークであればそこを

見ていってください、そういった形で子ども一人

一人の成長を先生がリードしている姿を見ていっ

てくれという中での道徳という話に入っていくわ

けですから、特別の教科という名前がついた以上、

あらかたの周知は必要というものと、あと早い段

階で道徳の取り組みを保護者に周知していただく、

あるいは授業参観の内容で取り入れるということ

で、ちょっとヒアリングのときには学校全部で道

徳をやるというところも聞いたことがあったので、

そういった手法もおもしろいのかなというのもあ

りました。 

  ぜひ先生方がしっかりと子どもたちに、教材も

使うと思いますが、その中で考えさせるような、

そして、意見を出させるようなところで指導をし

ていき、そして、なおかつ先生が子どもたちとし

っかりと連携が、連携という言葉ではないと思う

んですけれども、心の、意思の通じ合うような形

をとっていかなければ、もう入る段階で子どもが

その授業を嫌になってしまう、正直、担任を持つ

先生と子どもたちの実情も踏まえて、あらかた先

生、先ほど言ったゲストティーチャーもいいでし

ょうし、担当を変えた先生方が道徳をやっていく

というところもひとつ入れておいていただきたい

なと正直思いました。 

  学校の悩みにおいては、子どもたちは子どもた

ちだけで問題解決をする場合もあれば、先生の一

言一言で傷ついてしまう子どもも今はいるという

話も聞きました。そういった形がもし担任であっ

た場合は、担任が道徳を教えるということはもう

相つながらなくなってしまうので、実際の実情を

調査しながら、そういった授業を教えるという立
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場の人たちの実情を知って、子どもたちにしっか

りと教育をしていただきたいと思っております。 

  最後に、この教科化されること、あるいは小中

一貫の取り組み、そして学び創造プロジェクト、

このほかにもいろいろこれから組み入れてやって

いく中で、道徳をしっかりと捉えていく中でのこ

れからの考え、あり方についてもう一度教育長の

考えをお聞きしたいと思っております。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫） この特別の教科道徳がな

ぜ誕生したかというんですか、こうなったかとい

うあたりについては、既に皆様方はご承知かと思

いますが、本市においてはそういうことはありま

せんけれども、全国的にはなかなか年間35時間を

実施しましょうといっていながらその35時間の時

間が確保できないケースもあったり、あるいは先

ほど申し上げたように、ややもすると副読本の読

み取りを中心とした価値の一方的な教え込みと、

そういった部分もなきにしもあらずであったと。 

  それから、さらには子どもたちのさまざまな心

の問題等が大きくなってきていると。その中で、

国としてもしっかりこの道徳はやっていかなけれ

ばならないという、そういう思いがあって、教科

として教育課程にしっかりと位置づけると、時数

の管理もするというような、そのものが今回のも

のになったんだろうと思っております。 

  といっても、本市でそういう状況であるかとい

うとそうではなくて、先ほど申し上げましたとお

り、しっかり年間35時間の時間を確保していて、

きちんと道徳の授業はこれまでも行ってきている

わけでありますけれども、これから子どもたちが

生きていく社会の中で必要とされる能力について、

しっかりと学校教育の中で育てていこうというこ

とで次期学習指導要領も出されてきているわけで

ありますので、それと同じ方向にこの特別の教科

道徳というのも当然位置づけられてあるわけであ

りますので、将来において子どもたちが必要な力

の一つとしてこの道徳性、あるいは道徳的な実践

力、道徳的な考え方、判断力、そういったものを

しっかりとこれからもつけていきたいと、このよ

うに思っております。 

○議長（君島一郎議員） ７番、齊藤誠之議員。 

○７番（齊藤誠之議員） ぜひ、その思いを持って

取り組んでいただきたいと思っております。 

  本市の子どもたちは、社会に通用する人づくり

を軸として、そして豊かな心を育むための教育を

行っていく、その中に国の指針であるものが早け

れば降り注いでくる、そういったところに先駆け

て取り組んできているわけでございます。 

  でも、その中で新しい授業が入ってきたときに

またどうするか、次には多分英語とかが入ってく

ると思うんですが、それでもまた課題がたくさん

出てくると思います。その中でも学校の先生同士

がしっかり、あるいは教育委員会、あるいは校長、

教頭と連携をとって、子どもたち全般をそういっ

た形で育てていくんだよというところの共通認識

をしっかりと持ってこれから取り組んでいってい

ただきたいと思います。 

  子どもの価値観、先ほど言ったとおりかなり多

様化なので、正解がもう多数にある世の中なので、

先生方本当に大変だと思うんですけれども、私た

ちもただ任せるだけではなくて、しっかり家庭側

からもバックアップして、そして地域の方々と協

力しながら学校を一つにしていくということを私

もお約束しながら、この質問を閉じさせていただ

きます。 

  以上で私の一般質問を終了させていただきます。

ありがとうございました。 

○議長（君島一郎議員） 以上で７番、齊藤誠之議
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員の市政一般質問は終了いたしました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◇ 森 本 彰 伸 議員 

○議長（君島一郎議員） 次に、森本彰伸議員。 

○６番（森本彰伸議員） 皆さん、こんにちは。 

  議席番号６番、那須塩原クラブ、森本彰伸です。 

  通告書に基づき、質問をさせていただきます。 

  １、小中学生の学力向上に向けての取り組みに

ついて。 

  子どもたちが自分の夢の実現に向けて努力を重

ね、社会の中で活躍するための成長を応援するこ

とは、私たち大人の責任であると考えます。小学

校や中学校で確かな学力を身につけると、その後

の人生においてより多くの選択肢を得、自分の夢

に近づく可能性が高まると思います。 

  本市の子ども・子育て未来プランの中でも、確

かな学力の向上として子どもが社会の変化の中で

主体的に生きていけるよう、知識、技能はもとよ

り学ぶ意欲、思考力、表現力、問題解決能力など

まで含めた確かな学力を身につけさせることが重

要です。そのため、子ども、学校及び地域の実態

を踏まえて創意工夫し、子ども一人一人に応じた

きめ細やかな指導の充実や外部の人材の協力によ

る学校の活性化などの取り組みを推進してまいり

ますとあります。 

  子どもたちの学力にはもちろん個人差があり、

その子どもによって力を伸ばす指導方法にも違い

があるので、子育て未来プランの中にもあるとお

り、子ども一人一人に応じ、きめ細やかな指導の

充実が求められるのではないでしょうか。本市の

子どもたちが確かな学力を身につけ、社会で活躍

し、夢をかなえていくことを応援するため、以下

のことについてお伺いします。 

  ⑴文部科学省で行われている全国学力調査にお

いての本市の小学生、中学生の正答率の推移につ

いてお伺いします。 

  ⑵小学生、中学生の学力向上に向けての課題は

どのようなところにあると考えているのかお伺い

します。 

  ⑶学習習熟度の低い児童生徒には、どのような

サポートを行っているかお伺いします。 

  ⑷学習習熟度の特に高い児童生徒がさらに力を

伸ばすためにどのような対応をしているのかお伺

いします。 

  ⑸主要教科においては、個々の習熟度に合わせ

たクラス分けをすることも子ども一人一人に応じ

たきめ細やかな指導につながると思いますが、本

市の考え方をお伺いします。 

  以上１回目の質問とさせていただきます。 

○議長（君島一郎議員） ６番、森本彰伸議員の質

問に対し答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫） それでは、私のほうから

１の小中学生の学力向上に向けての取り組みにつ

いてのご質問に順次お答えさせていただきたいと

思います。 

  初めに、⑴の全国学力調査における本市の小学

生、中学生の正答率の推移についてお答えをいた

します。 

  同一集団による調査ではないため、単純な比較

はできませんが、過去５年間の本市の平均正答率

は、小中学生とも全国の平均正答率と同程度で推

移をしております。 

  次に、⑵の小中学生の学力向上に向けての課題

についてお答えをいたします。 

  確かな学力とは、基礎的な知識、技能はもちろ

んのこと、これらを活用して課題を解決するため

に必要な思考力、判断力、表現力、その他の能力、
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さらには主体的に学習に取り組む態度といった３

つの要素で構成されております。 

  一方、全国学力調査の実施要綱によりますと、

調査の目的や調査結果は学力の特定の一部分であ

りますと。したがいまして、本市の小中学生の学

力を向上させるためには、学力調査の結果のみに

とらわれることなく学力の３要素をバランスよく

伸ばしていくことが課題であると、このように考

えております。 

  次に、⑶の学習習熟度の低い児童生徒へのサポ

ートについてと、⑷の学習習熟度の特に高い児童

生徒への対応につきましては、関連がございます

ので一括してお答えをさせていただきます。 

  いわゆる学習内容の理解に時間がかかると見ら

れる児童生徒へのサポートといたしましては、

国・県から加配教員や市採用教員等、教員を複数

配置することによる少人数指導や昼休みや放課後

の時間を使った個別指導等を行っているところで

あります。 

  一方、学習内容の理解が早いと見られる児童生

徒の対応につきましては、共通の課題以外にさら

に難易度の高い課題を用意しておくなど、個々の

教員が工夫をして対応をしているところでありま

す。 

  また、本市が進める学び創造プロジェクトにお

きましては、クラス全体またはグループごとの子

どもたちの学び合いの場面を設定し、授業を通し

て身につけた知識や技能を使ってお互いに説明し

合うことによって学び合うといった取り組みを行

っております。これにより、説明する側も説明を

聞く側もより理解が深まるだけでなく、いわゆる

思考力、判断力、表現力等が育まれ、主体的に学

習に取り組む態度も養われることとなります。 

  最後に、⑸の主要教科における個々の習熟度に

合わせたクラス分けについての本市の考え方につ

きましてお答えをいたします。 

  習熟度とは、あくまでも学びの速さと捉え、習

熟度別に分けることにより学びのスピードが同じ

程度の仲間が一緒に集団となることで、子どもた

ちは心理的な安心感を持って学習することができ

るようになると、このように考えます。その結果、

学習内容の理解に時間がかかる児童生徒はじっく

りと学ぶことができるようになり、基礎・基本の

定着が図られるようになると、このように考えま

す。 

  一方、学習内容の理解が早い児童生徒には、さ

らに深い学びを行うことができるようになり、ど

んどん伸びていくものと、このように思います。 

  今後も習熟度別に分けて授業を行ったほうが効

果が高いと思われるような単元、あるいは内容に

つきましては、引き続き学校の状況に応じて習熟

度別指導を取り入れるように指導してまいりたい

と、このように考えております。 

  以上です。 

○議長（君島一郎議員） ６番、森本彰伸議員。 

○６番（森本彰伸議員） ご答弁いただきました。 

  それでは、随時再質問させていただきます。 

  まず、⑴の部分に関しましては、本市の子ども

たちの現状を確認するという意味で、ちょっと質

問をさせていただきたいなというふうに思ってお

ります。 

  私のちょっと確認したところによりますと、29

年度、今年度の小学校国語の主に知識の正答率が

75％、活用のほうが57％、算数の知識のところが

79％、算数の活用のほうは46％、中学校の国語の

知識の部分が77％で活用は73％、数学のほうが知

識のほうは64％で活用が48％であったかと思いま

す。 

  過去の数値なども私のほうでインターネットな

どで見させていただいたんですけれども、多少の
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上下はあるにしろ大体このような数字なんですけ

れども、本市の子どもたちの正答率も大体このぐ

らいであるということでよろしいでしょうか。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫） 多分、今おっしゃったの

は全国平均だったと思うんですが、国におきまし

てもプラス２、マイナス２ポイントの幅というの

は同程度ということでございますので、その中に

本市の場合には入っているということでございま

す。 

  また、先ほど申しましたように、毎年受験する、

その試験を受ける子どもたち、学習手段が異なり

ますので、なかなかその数値をもって比較すると

いうのはなかなか難しいということもご理解いた

だきたいと思います。 

○議長（君島一郎議員） ６番、森本彰伸議員。 

○６番（森本彰伸議員） ありがとうございます。 

  そうでうすね、たしかにそのときの同じような

条件で受けられるというわけでもないでしょうか

ら、これの数値に一喜一憂するということではあ

りませんけれども、一応一つの基準にはなるのか

なということで確認させていただきました。 

  次に、この全国学力テストの場合には国語や算

数、そして数学など限定的な教科での調査である

とは思うんですけれども、ほかの教科においての

本市の子どもたちの学力というのは、教育長の経

験であったりとか、絶対的評価だったりとか、他

市やほかの子たちとかの相対的な評価等もあると

は思うんですけれども、教育長の経験上で本市の

子どもたちの今学力状況は、どのような状況にあ

るというふうに考えているのかお伺いします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫） まず、全国学力状況調査

のことでございますが、議員初め皆様方も問題を

ごらんになったかと思うんですが、いわゆるＡ問

題と言われるものが、一般的にこれまでも学校に

おいていわゆるペーパーによるテストとしてされ

てきたスタイルとほぼ同じようなスタイルのもの

であります。 

  ところが、Ｂ問題というものは意識してふだん

の授業の中で子どもたちに課さなければ、なかな

かこう経験しない、つまり応用力を問う、文章の

中からさまざまなことを読み取りながら新たな答

えを出していくというようなスタイルでございま

すので、なかなかこう解きなれないというような

問題がいわゆるＢ問題ということでございます。 

  ですので、全国的にもうＢ問題の正答率がＡ問

題から比べれば低いというような状況はそういっ

たことになっているだろうというふうに思ってお

ります。 

  それで、本市の場合には全国学力・学習状況調

査のほかに年度末にＮＲＴテストといいまして、

到達度テストというんですか、その学年で学ばな

ければならない内容についてどの程度子どもたち

に定着をしているのかということをスクリーニン

グする、そういう意味で行います。これは全国標

準のテストというふうに考えていいと思うんです

が、その結果を見る限りは全国の標準、あるいは

それ以上の力を学年によっては得ているというふ

うに思っております。 

  なお、全国学力・学習状況調査につきましても、

今現在本市が進めております学び創造プロジェク

トによりまして授業を変えていこうという取り組

みをしておりまして、その中でいわゆるこれから

必要とされる思考力、判断力、表現力、そういっ

た力をつけつつありますので、いわゆるそのＢ問

題に対しての正答率というのを傾向とすれば、い

い方向に少しずつ動いてきているのかなと、そん
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な感触は得ているところでございます。 

○議長（君島一郎議員） ６番、森本彰伸議員。 

○６番（森本彰伸議員） 本市の子どもたちは大変

優秀であるというご回答をいただいたと思ってお

ります。 

  それで、その中でも傾向として、子どもたちの

中にはこの教科はちょっと苦手、この教科は得意

というのは、やっぱりその地域感というのもある

とは思うんですけれども、得意、不得意教科とい

うのはあるかとは思うんですけれども、傾向とし

てそういう得意、不得意というのは、子どもたち

に教科別にあったりするでしょうか、ちょっとお

伺いいたしたいと思います。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫） それぞれ、一人一人の子

どもたちは個性がございますので、得意なもの、

それからちょっと苦手かなというものはそれぞれ

違うというふうに思っております。 

  また、先ほどからも申し上げておりますが、平

均正答率とか平均の偏差値とか、こういったもの

はあくまでも統計的な数字でありますので、とて

もすぐれている部分もあるし、もっと頑張らなけ

ればという部分もあっての、その算術的な値だと

いうふうなことで捉えていただければありがたい

と思いますが、得意、不得意、これというふうに

特定できてお答えできるものは、申しわけありま

せんがございません。 

○議長（君島一郎議員） ６番、森本彰伸議員。 

○６番（森本彰伸議員） わかりました。理解いた

します。 

  それで、もう一つちょっと現状把握のために、

もう一問だけちょっと聞かせていただきたいんで

すけれども、子どもたちの、今回の全国一斉テス

トの部分でもあるんですけれども、今回のテスト、

平均を出していると思うんですけれども、本市の

子どもたちの状況として、例えば極端に高い子と

低い子という状態の分かれ方なのか、それとも平

均的な子が多いのかというのは傾向としてあるか

と思うんですけれども、その傾向はいかがかちょ

っとお伺いしたいと思います。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫） 私たちも大変その辺につ

いては関心が高いところでございますが、何せ結

果が届きましたのが先月末ということでございま

すので、現在鋭意分析中ということでありますの

で、今回のことについてはちょっとなかなかお答

え、まだできません、すみません。 

○議長（君島一郎議員） ６番、森本彰伸議員。 

○６番（森本彰伸議員） 今回のはそうだと思うん

ですけれども、例えば今までの、過去何年かの分

で、傾向として本市の子たちのその分布的なもの

というのをもし感じる部分があればもう一度お伺

いしたいと思います。いかがでしょうか。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫） これに関しましても何度

も申し上げますとおり、その年その年のその学習

集団というんですか、子どもたちの状態が違いま

すので、その散らばり方というものは毎年毎年変

化をしております。ですので、一概に散らばりが

広いとか、あるいは狭いとかということはなかな

か申し上げられないということがございます。 

○議長（君島一郎議員） ６番、森本彰伸議員。 

○６番（森本彰伸議員） よくわかりました。 

  私、この質問を、こう今統計的なものとかそう

いうところ、幾つか聞いてきたんですけれども、

これはやっぱり子どもたちは大分違いますよと、

それぞれ違うということをちょっと確認したかっ
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たという部分があります。一人一人に対して、や

はりきめ細やかな指導というのは大切なのかなと

いうふうに今の答弁から聞いてもよく、強く感じ

るところであります。 

  このテストの結果を見ると、やはり教育長のお

っしゃるとおり基礎力はあるけれども応用力とい

うのは大変難しい部分、これはもちろん私たちの

経験上も、何かを応用して使おうというためには

知識が必要なわけで、まず知識があっての応用だ

と思うので、応用、活用のほうが正答率が低いと

いうのは当然なのかなというふうに私のほうも感

じております。これからその応用力、活用力をつ

けるような指導という意味でも、先生方には大い

に期待したいところであります。 

  続きまして、⑵番のほうに移っていきたいと思

います。 

  ご答弁でいただいたとおり、学力テストだけで

は子どもたちの総合的な学力というものははかれ

ないというのはそのとおりだと思うんですけれど

も、主体的に学習する態度を育てるためには、家

庭での学習であったりとか、生活習慣というもの

も大切になってくるかなというふうに感じており

ます。子どもたちの家庭での学習態度であったり

とか、生活習慣などを把握するために行っている

ことがあればお伺いしたいと思います。いかがで

しょうか。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫） 毎年度行っております全

国学力・学習状況調査は、その名のとおり学力テ

スト以外に学習状況調査といいまして、子どもた

ちの学習環境であったり、それから学習に向かう

さまざまな要因についてアンケートのような形で

調査を行っております。こちらも大変有効な情報

となってまいります。 

  本市におきましても、それらを毎年度分析して

いるわけでありますけれども、そういったところ

から見ると、家庭での学習環境がいい、悪い、こ

れなかなか一概には言えない部分もあります。た

だ、全国的な傾向といたしまして、安定的に家庭

での学習環境が整っているところほど正答率がい

い傾向にあるというのは、よく報道されていると

ころでございますので、やはりそういった部分を

整えていくということはとても大切なことであり

まして、これは家庭にご協力をいただかなければ

ならないことであろうというふうに思っておりま

す。 

  また、それが一律にできるかどうかという、こ

れもまた別な問題があると思いますが、とても大

切なことだというふうに考えておりまして、家庭

学習につきましても、本市といたしましても教育

委員会のほうから家庭学習はこんなふうにしたほ

うがいいよというようなリーフレットのようなも

のは出しているところでございます。 

  なお、今後進めようとしておりますのは、学び

創造プロジェクトの中でその学校の授業と家庭学

習をうまくつなぐことができれば、もう少しもっ

と有効な学習が子どもたちにはできるのではない

のかなというふうに思っております。つまり、家

庭学習は究極の個別学習でもありますので、それ

を授業の中に位置づけることによって基礎的な学

習内容についての定着を図るという意味では、大

変家庭学習というものは有効に働くものと思って

おりますので、そういったものについてはさらに

保護者の方々にも理解を得るように努力してまい

りたいと、こう思います。 

○議長（君島一郎議員） ６番、森本彰伸議員。 

○６番（森本彰伸議員） 子どもたちの意識を改革

していくという部分もあると思います。それと、

あと保護者への啓蒙、保護者がやっぱり自分の子
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どもたちを、学習体制を整えさせてあげたりとか、

よりよい状況で、環境で学ばせるためにも保護者

への啓蒙、それとか学習習慣だけではなくて「早

寝、早起き、朝ごはん」とＰＴＡなんかでもやっ

ていますけれども、いわゆる生活習慣、こちらの

ほうも整えていくということというのは、学習環

境を高めていくことにつながっていくのかなとい

うふうに感じます。 

  そこで、そういった、今度は手法的な部分で子

どもたちの意識を改革したり、保護者への啓蒙的

な形で何か行っていることがあればお伺いしたい

んですが、いかがでしょうか。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫） 今回、全国学力・学習状

況調査の分析が終わりましたら、本年度の結果に

ついて、概要等についてはぜひ保護者の方々にも

理解をしてご協力をいただかなければならない部

分もありますので、それにつきましてはリーフレ

ットのような形、あるいは何かの形でお伝えして

理解を図っていくようなことは考えております。 

○議長（君島一郎議員） ６番、森本彰伸議員。 

○６番（森本彰伸議員） 私もＰＴＡ会長を経験し

たことがございまして、そういったことを踏まえ

た上での講習というのはＰＴＡでやろうとしたこ

ともあるんです。そうすると、来てくださる方と

いうのは大変意識の高い方が来てくださるんです。

ぜひ聞いていただきたいという方はなかなか来て

いただけないという部分もあるんです。その辺の

やっぱり工夫というのも大変難しいなというのは

実体験として経験しております。 

  いろいろなＰＴＡとかでも活動があるんですけ

れども、その中で、例えば球技大会なんかのとき

とかにも話をしたり、先生たちともお話をしたり

とか、そういう中でいろいろその先生方からいろ

いろ啓蒙を受けて、そのいろんな子どもたちの学

習習慣というものを大切にしていこうという意識

とかも生まれてくると思うんです。やっぱり先生

方のそういうときの保護者の方たちとの触れ合い

とか意見交換、情報交換して、学校の通常の行事

やクラスなどでの子どもたちへの指導、こういっ

たものが積み重なっていくことが恐らく子どもた

ちの主体的な学習をしていく態度という部分にも

つながっていくのかなというふうに感じておりま

す。 

  続きまして、⑶番、⑷番に関しましてはご答弁

でも一括でお答えいただいたように関連していま

すので、一括して再質問をさせていただきたいと

いうふうに思います。 

  まず、加配教員や市採用教員などで少人数制度

の指導や個別指導を行っているというふうにお答

えがありましたけれども、その成果についてちょ

っとお伺いしたいと思いますが、いかがでしょう

か。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫） 国や県からの加配教員に

つきましても、毎年度申請を出すわけでありまし

て、その中でどのような活用計画があるのかとい

うことを出していただきます。当然のことながら、

年度末にはそれを評価していただくということに

なります。十分満足ということにはなかなかいか

ない部分もありますけれども、各学校におきまし

てはおおむね当初計画した使い方、活用の仕方と

いうのはされているだろうと思っております。 

  また、市採用につきましても同じように学校の

ほうから配置する場合に当たっては、こんなふう

な授業をするためにこういうふうに活用したいと

いうような書面を出していただきますので、それ

に従いまして私どもも随時学校を訪問した際にど
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のように実施されているのかということは学校側

と話をしているところでございます。 

  なかなか急激に成果が出るという部分と、なか

なかという部分が、これは両方あることは議員も

ご承知かというふうに思いますが、明らかに子ど

もたちの一人一人学びを見きわめて、そこに手を

打つということ、これはとても大切なことだとい

うふうに考えておりますので、今後ともこういっ

た加配の先生方を使いまして、活用していきなが

ら、もちろん教科担任、学級担任も一緒になって

一人一人の子どもの学習を支える、そういったこ

とに取り組んでまいりたいと思っております。 

○議長（君島一郎議員） ６番、森本彰伸議員。 

○６番（森本彰伸議員） そうしますと、その加配

教員とか市採教員とかというのは、例えば大きい

学校だけになのか、それともいろんな、どこの学

校でも大体配置されているものなのか、ちょっと

お伺いします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫） これは、学校規模にかか

わらず必要な学校に対しては配置をしていくとい

うことでございます。できるだけ１学級の人数が

多いところほど、やっぱりよりきめ細やかな対応

をしていく必要が出てきますので、どちらかとい

うと大人数の学級を抱えている学校を優先して配

置をしてくという形になろうと、こう考えており

ます。 

○議長（君島一郎議員） 質問の途中ですが、ここ

で昼食のため休憩いたします。 

  午後１時会議を再開いたします。 

 

休憩 午前１１時５８分 

 

再開 午後 １時００分 

 

○議長（君島一郎議員） 休憩前に引き続き会議を

開きます。 

  ６番、森本彰伸議員。 

○６番（森本彰伸議員） 午後もよろしくお願いい

たします。 

  それでは、学び創造プロジェクトの子どもたち

がお互いに学んだことを説明し合うという手法が

あるということをご答弁いただきましたけれども、

わかっている子がわからない子に教えるという手

法というのは大変すばらしい手法だなと私は感じ

ております。実際、わかっていると思っていたと

しても、ほかの子ども、お友達に教えるというこ

とで、その知識というものは確かなものになった

りとか、わかっているつもりでわからなかったと

ころに気がついたりとか、いろんな効果があるの

かなというふうに感じて聞かせていただきました

けれども、この手法は市内の各校で行われている

ことなのかちょっとお伺いしたいと思います。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫） 議員おっしゃるとおり、

人に何かを説明するというのはただ単純にわかっ

ていることよりもさらに深い学びが必要になって

きますので、私も大変この手法は有効であるとい

うふうに思っております。ただ、これが毎時間行

えているかということではないわけでありまして、

私どもが進めております学び創造プロジェクトと

いうのは、前もお話ししたかもしれませんけれど

も、数時間の学習のまとまり、これをどういうふ

うに子どもたちに提供していくかというようなこ

との中で、話し合い活動をすることが大変有効だ

と思われる部分についてはこういった手法を取り

入れております。 

  また、旧来の一斉の学びというのが必要な場合
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もあるし、あるいは徹底的な個別学習の場面もあ

るというような、その中での子どもたちの学び合

うということでございます。これにつきましては、

学び創造プロジェクトは４年計画でことし３年目

に入ったところでございます。４年がかりで全校

を回るわけでありますので、残念ながらまだこの

学び創造プロジェクトに当たっていない学校も幾

つかありますが、できるだけこれに近いような授

業のスタイルはどこでも取り入れてほしいという

ようなことでお願いをしておりますし、当たった

学校でも中学校区内の先生方が参加をしてこの取

り組みにかかわっておりますので、そういった

方々が自校に戻られて、校内でそれを広めていく

というようなことも期待をしているところであり

ますので、さらにこの広がりがあればいいなとい

うように思っております。 

○議長（君島一郎議員） ６番、森本彰伸議員。 

○６番（森本彰伸議員） ぜひ、広めていっていた

だきたいなというふうに考えております。特に習

熟度が高い子たちにとって、そういう場面という

のは、指導するということによって学びが深くな

っていくというのは、本当に伸びていくというこ

とでの価値、それと習熟度の速度の遅い子にとっ

ても、お友達から教わることによって質問なんか

もしやすかったりとか、そういう部分とかもある

と思いますので、ぜひこの手法は広めていってい

ただけると、子どもたちの学習力というのは上が

っていくのじゃないかというふうに期待していま

すので、どうぞよろしくお願いいたします。 

  次に⑸番のほうに移らせていただきます。 

  ⑸番のほうで私のほうで提言させていただいて

おります習熟度のクラス分け、このことに関しま

しては、執行部の考えも私の考えとほぼ、まさに

同じというふうにご答弁いただいたのかなという

ふうに理解しております。 

  習熟度別クラス分け、グループ分けを今後主導

して、現場の先生方にもご指導していただけると

いうことなので、この成果に関しましてはぜひ私

も注目していきたいなというふうに思っています

ので、よろしくお願いしたいなというふうに思っ

ております。その中で、確認で幾つかだけちょっ

と質問をさせていただきたいと思いますので、よ

ろしくお願いいたします。 

  現在、実際にこの習熟度別のクラス分けなりグ

ループ分けを実施している学校というのは多く市

内にあるんでしょうか。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫） これにつきましては、最

初にお答えしましたとおり、この習熟度別という

んですか、学びのスピードをそろえるということ

に意味のある内容のところについては積極的に取

り入れていってもらいたいなと思っています。 

  特に操作活動を伴う場面など、やっぱり一人一

人の子どもたちのスピードというのはおのずと違

ってまいります。当然のことながら小学校ですと

45分、中学校ですと50分という決められた時間の

中である程度の学習を行わなければならないとい

うふうに今まではなっているわけでありますけれ

ども、そうすると勢い、この例えば５分とか10分

の中で、はいこれをしましょうというようなこと

の難しい部分というのは当然あるわけであります

ので、その点でその学びのスピードをそろえてや

ることによって、子どもたちが安心してじっくり

と学ぶことによって、しっかり学習の内容も定着

するということで効果があるわけでありますので、

そういう点で効果の期待できるところについては

より多くの学校がこういったものを取り入れてい

るというふうに認識しております。 

○議長（君島一郎議員） ６番、森本彰伸議員。 
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○６番（森本彰伸議員） 確かに学校の規模とかい

ろんな要素が加わってくるので、必ずしもという

わけではないとは思うんですけれども、私は有効

な手法だと思っていますので、ぜひ進めていただ

きたいなというふうに思っています。 

  そして、この習熟度別で分けるとなると、例え

ばＡ、Ｂ、Ｃなり１、２、３なり、グループを分

けてつくった場合に、私はやっぱりこの場合には

絶対的な理解度とか習熟度である程度クラス分け

をするということで、どうしても人数とかによる

相対的な分け方というのは私は賛成できない部分

でもあるんですけれども、これはやはりその絶対

的な理解度で進めていくという理解でよろしいで

しょうか。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫） 前提となるものは、この

グループを分けるというその場面ですけれども、

これは教師側が一方的にこう振り分けるわけでは

ありませんで、幾つかのコースを提示して、その

コースを子どもたちが選ぶと、選んでいくという

ような形で行っております。ですので、どのクラ

スも同じような人数でとかということではなくて、

その希望する子どもの数によっては多くなる場合

もあるわけでありまして、もし科で多くなった場

合にはさらにそれを分けるとかというような形で、

できるだけ一人一人の子どもの学びがきめ細かに

なるような体制を工夫しているというようなとこ

ろがございます。 

○議長（君島一郎議員） ６番、森本彰伸議員。 

○６番（森本彰伸議員） 安心させていただきまし

た。そういう形で進めていただけることが私はや

っぱり理想的であろうなというふうに感じており

ます。 

  次に、どうしてもこの手法というのは、例えば

保護者側から見たとき誤解を受けやすい部分とい

うのもあると思うんです。その部分に関しまして

保護者への周知、それとか理解を得ることが大切

であると思うんですけれども、どのように周知し

て理解を得ていくという考えなのかということを

ちょっとお聞かせ願えればと思います。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫） 多くの学校におきまして

は、議員おっしゃるとおり、やっぱり保護者の理

解をいただくということも大変重要なことである

というふうなことから、この単元についてはこん

なコースを用意して子どもたちにはそれを選んで

もらって、こんなふうにやりますよということは

あらかじめ保護者の方にはお知らせをしていると

いうようなことがございます。 

○議長（君島一郎議員） ６番、森本彰伸議員。 

○６番（森本彰伸議員） 誤解などが起きないよう

にしていただければというふうに思います。 

  この手法は、私もこの質問の中で提言させてい

ただいておりますけれども、大きく私は期待して

いるところであります。どうしてもその単一的な

クラスだと上の子は、習熟度のスピードが速い子、

学習速度の速い子がちょっと退屈してしまったり

とか、ちょっと理解の遅い子が取り残されてしま

うということが起きるということも懸念されてい

たものですから、そうやってきめ細やかな一人一

人に合った指導をしていただけるというのは大変

ありがたいことだなというふうに感じております。 

  習熟度、学習速度の遅い子というのは決して能

力のない子ではないと思います。その子、その子

の特性であり、考え方だったりとか、感じ方とい

うものによってその習熟度のスピードは変わって

くるわけであって、その段階で一見ちょっと勉強

が、学習の速度が遅いかなと感じられる子であっ
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ても、その後どこでどういう速度で伸びるかもわ

からないわけですし、その子の特性に合った学習

方法というのがあると思うんです。そういう部分

に向けて、きめ細やかな教育を行っていただける

ということを今回の質問で理解させていただいて、

那須塩原市の子どもたちの未来は大変明るいなと

いうふうに感じさせていただきました。 

  それでは、教育長のほうから発言をいただきた

いと思いますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（君島一郎議員） 教育長。 

○教育長（大宮司敏夫） ありがとうございます。 

  最後に誤解のないようにしていただきたいと思

うんですが、習熟度別でコースを分けて学習をし

ても最後に行き着くのはどの子も同じゴールだと

いうことだけは誤解のないようにして、例えば、

同じ山を登るにしても、こうぐるぐるぐるとこう

長い距離を緩やかに登っていく場合もあれば、真

っすぐに行くという場合もあると同じように、ど

の子どもたちも最後は、行き着くところは、ゴー

ルは同じだと、これだけはぜひご理解いただきた

いと思います。 

○議長（君島一郎議員） ６番、森本彰伸議員。 

○６番（森本彰伸議員） 理解させていただきたい

と思います。 

  そして、その子どもたちのゴールに向かってい

く姿というものをぜひ私たち大人が応援していけ

るような、そんな那須塩原市であればいいかなと

いうふうに思っています。 

  以上をもちまして、この項の質問を終わらせて

いただきます。ありがとうございます。 

  続きまして、２番、避難行動要支援者援護マニ

ュアルの運用と地域のサポート体制についてお伺

いいたします。 

  ６年前の東日本大震災以来、市民の防災意識は

高まり、各地域においても、みずから命を守る自

助、そして地域や隣近所で助け合う共助の精神が

醸成されていると感じるようになりました。しか

し、高齢化・核家族化が進む昨今では、高齢者の

みの世帯や、そもそも家族がおらず、高齢者が１

人で暮らしている家も多くなっています。こうい

った方々は、住民間の助け合いにも入っていきづ

らく、特別な支援を必要とするのに、地域の助け

を受けにくくなりがちだと思われます。 

  災害時には、高齢者以外にもいろいろな障害を

持つ方もいて、避難行動において支援を要します。

各地域においても自治会や自主防災組織、そして

地域包括支援センターなどでも、高齢者や障害者

をどのように支援していくかということは頭を悩

ませるところであったと思います。 

  本市では、平成28年３月に避難行動要支援者援

護マニュアルができましたが、この運用に当たっ

ては、前述した各団体との連携が欠かせないもの

であると考えます。災害時には、住民が助け合い、

より多くの命が救われるよう、以下のことについ

てお伺いします。 

  ⑴平成29年４月１日現在、避難行動要支援者は

8,512名でありますが、うち何名が同意者名簿に

記載されているのかお伺いします。 

  ⑵避難行動要支援同意者名簿は、どのように更

新されているのかお伺いします。 

  ⑶個別計画の作成には資格を持った方が当たる

のか、また携わる方の研修の受講状況についても

お伺いします。 

  ⑷避難行動要支援同意者のうち、どの程度個別

計画が作成されているのかお伺いします。 

  ⑸避難行動要支援者への避難誘導訓練の状況に

ついてお伺いします。 

  以上、１回目の質問とさせていただきます。 

○議長（君島一郎議員） ６番、森本彰伸議員の質

問に対し答弁を求めます。 
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  市長。 

○市長（君島 寛） 森本彰伸議員の避難行動要支

援者援護マニュアルの運用と地域のサポート体制

についてのご質問に順次お答えをいたします。 

  初めに、⑴の平成29年４月１日現在の避難行動

要支援者8,512名のうち、同意者名簿に記載され

ている人数についてお答えをいたします。 

  平成29年９月５日時点で個人情報の提供に同意

いただいた方は、高齢者でかつ障害者など重複す

る方を除きまして、7,591名のうち3,810名で、全

体の50.2％となります。 

  次に、⑵の避難行動要支援同意者名簿はどのよ

うに更新をされるかについてお答えをいたします。 

  新たに対象者となり同意を得た方や、転出など

で対象外となった方などの異動情報を整理し、年

１回、４月１日を基準日として避難行動要支援同

意者名簿を更新する予定でございます。 

  次に、⑶の個別計画の作成には資格を持った方

が当たるのかと⑷の個別計画の作成状況について

は、関連がございますので一括してお答えをいた

します。 

  個別計画を作成するために必要な資格や研修等

は、特にございません。 

  個別計画は、市が避難行動要支援同意者名簿を

自治会、自主防災組織、民生委員等に提供をし、

これらの避難支援等関係者の協力を得ながら、対

象者やその家族などとともに、一人一人について

作成をするものでございます。 

  作成状況につきましては、現在、避難行動要支

援同意者名簿の精査中のため、個別計画の作成に

はまだ至っておりません。今後、早急に着手をす

る予定でございます。 

  最後に、⑸の避難行動要支援者への避難誘導訓

練の状況についてお答えをいたします。 

  那須塩原市地域防災計画に基づき実施をしてお

ります総合防災訓練において、避難行動要支援者

への支援を配慮した避難誘導訓練などを行ってい

るところでございます。 

  以上、１回目の答えといたします。 

○議長（君島一郎議員） ６番、森本彰伸議員。 

○６番（森本彰伸議員） ご答弁いただきました。 

  それでは、順次、再質問のほうをさせていただ

きたいと思います。 

  まず、⑴のほうから進めていきたいと思います。 

  まず、避難行動要支援同意者名簿の記載に同意

をいただく手順についてご説明いただけますでし

ょうか。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（塩水香代子） 同意者名簿に同意

をもらうまでの手順ということですね。 

  今年度、私どものほうで行ったやり方といたし

ましては、まず各種の関連する台帳等と、住民基

本台帳が基準ではございますけれども、ほかのい

ろんな対象者となる方の情報を得て、それで対象

者を選びまして、その方たちに郵送で通知のほう

を差し上げたところでございます。もちろん通知

の中には、その同意の書き方、そういったところ

の説明なんかも入れながらお願いしました。ただ、

きのうも星議員のほうにご説明させていただいた

んですけれども、対象者の中には高齢者の方で、

なかなか通知のほうを理解、まず開封すら嫌がる

方とかもいらっしゃるかと思いますので、そうい

った方たちの支援をしていただく方の協力依頼と

いうことで、民生委員さんであったり、地域包括

支援センターさんであったり、あとはケアマネさ

んであったり、そういった関係者の方々に協力依

頼を求めまして、それで同意の促進ということで

お願いしているところでございます。あとは、そ

れに基づいて戻ってきたものを、今、台帳の整備
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ということで進めているところでございます。 

  以上です。 

○議長（君島一郎議員） ６番、森本彰伸議員。 

○６番（森本彰伸議員） 私もきのうの星議員の質

問の際に、高齢者の方が見にくいということがあ

って、それに対するサポートはどうなのかなとい

うことをちょっと感じてはいたところでありまし

た。地域包括支援センターであったり、ケアマネ

さんであったりとか、民生委員、その他の方に協

力を依頼しているということで安心するところで

あると思います。 

  そのほか同意者名簿を作成するに当たり、課題

になっているようなこととかがもしあれば、ちょ

っとお伺いしたいんですけれども、いかがでしょ

うか。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（塩水香代子） 登録するに当たっ

ての課題ということなんですけれども、まず市長

のほうの答弁でも申し上げましたとおり、回収率

が約50％ということで、もちろん対象者としてう

ちのほうで選んだ方の中には、元気な高齢者の方、

まだまだそれこそ地域で協力いただいている方々

とかが含まれておりますので、そういう方を除い

たにしても、まず回答がない方がいらっしゃいま

すので、その方たちがどんな状態の方なのかとい

うことがわからないものですから、その方たちの

回答を得るためのそこら辺の努力をしていく必要

があるなと思っています。 

  以上です。 

○議長（君島一郎議員） ６番、森本彰伸議員。 

○６番（森本彰伸議員） 私もその同意者名簿に返

信しない方というのは、例えば先ほどもあったよ

うな高齢者の方で見ないだけではないと思うんで

すよ。いろいろな要素があると思います。例えば、

私はわかっていても、もう面倒くさいからいいよ

とか、そういう方とかもいるわけで、そういう

方々一人一人に地域のきずなを使ったサポートと

いうのをしていっていただけると、同意者名簿の

作成というものも進んでいくのかななんていうふ

うに感じているところであります。 

  次に、２番の更新についてなんですけれども、

更新した情報というのは、直ちに関係の団体であ

ったり、実際に救援活動を行う方に伝えていく必

要があるとは思うんですけれども、その伝達方法

というのをちょっと教えていただけますでしょう

か。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（塩水香代子） 更新の関係なんで

すけれども、新しくうちのほうの対象者になるだ

ろうなと思う方を台帳に載っけていく作業になる

かと思うんですけれども、それについては、やは

り同じように、まずはその方たちの同意を求める

必要がありますので、その作業をしていって、そ

の後、今回始まったと同じような形で避難支援者

の方たち、その方たちにお渡しするような形にな

ると思っております。 

  以上です。 

○議長（君島一郎議員） ６番、森本彰伸議員。 

○６番（森本彰伸議員） そうしますと、同意者名

簿を関係のほうに送るということはまだ行ってい

ないということでよろしいですか。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（塩水香代子） そうですね。今ち

ょうど市長の答弁でありましたように、精査中で

ございます。一応うちのほうで台帳を整備するに

当たって、地図上に落とす必要もあるかなという

ところで、システムがございまして、そこに同意
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者名簿でいただいた情報等を入力等の作業をして

いるところでございます。それが整ってから支援

者の方たちにお送りするという形になりましたの

で、今のところ、うまくいけば年内に送り始める

という作業ができればいいなと思っております。 

  以上です。 

○議長（君島一郎議員） ６番、森本彰伸議員。 

○６番（森本彰伸議員） わかりました。 

  そうすると、年内というか、これから送り始め

ることになると思うんですけれども、同意者名簿

の内容というのは、大変鮮度が大切な情報かなと

いうふうに考えております。その情報を更新され

たときに年１回、更新されたときに渡すというこ

とではなくて、できれば同意者名簿の作業の中で

ある程度同意を得たら、関係の団体とかにはぜひ

伝えていただいて、個別計画の作成につながるよ

うに、４月１日の更新、更新自体はそのときでい

いかもしれませんけれども、それを、その情報は

できるだけ早く関係団体のほうにも伝えていただ

きたいなと思いますけれども、いかがお考えでし

ょうか。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（塩水香代子） 確かに状況という

のは、体の状況にしてもそうですし、あとは家庭

の状況なんかも刻一刻と言うまではあれですけれ

ども、変わるのが当然のことだと思います。議員

のご指摘のように、その新しいフレッシュな情報

を提供しない限り、いざといったときに、わかっ

ている状況が違ったよねということがあるかと思

うんですけれども、一応ちょっと中長期的という

か、名簿のほうをお渡しして、そのときに自治会

のほうに伺ったときには、丁寧に説明をさせてい

ただきたいと思っているんですけれども、計画と

かそういったところが自治会のほうに渡ると、逆

に言えば、地域の中で、じゃ新しい情報がつかめ

るという状況にもなるのかなと思っているところ

でございますので、そんなところもあわせながら

具体的にはこれから考えていきたいと思います。 

  以上です。 

○議長（君島一郎議員） ６番、森本彰伸議員。 

○６番（森本彰伸議員） 承知させていただきまし

た。 

  続きまして、３番のほうに、個別計画の作成に

ついての部分に移っていきたいと思いますけれど

も、個別計画作成に当たって資格などはないとい

うことでご答弁いただいているんですけれども、

実際その個別計画をつくる際には、要支援者の方

というのは、いろいろな身体的なご不便があった

りするわけで、そういったときに地域包括支援セ

ンターなどにはケアマネジャーさんとかがいて、

各個人の方々の身体状況などをよく把握している

かと思うんですけれども、個別計画をつくるに当

たり、そういった方々の協力を得るということは

考えがあるかどうかお聞かせください。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（塩水香代子） 例えば高齢者の方

で支援が必要な方、今、議員がご指摘のように、

その状態像がわかっているのは常日頃サービスを

利用している、例えば通所介護なんか利用してい

れば、そこにいらっしゃる関係者の方々であった

り、あとサービスを利用していない方については、

地域包括支援センターのほうでとかいうことが考

えられると思います。でも、一応個別計画を作成

するに当たっては、原則としてはまずご本人、支

援を受ける方についても状態像がさまざまなこと

が考えられますので、まずはご本人と支援者の方

で計画をつくっていく、あとは家族の方がいらっ

しゃれば、家族の情報も得てつくっていくという
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のが本当に基本のところなんですけれども。例え

ば考えられるのが、おひとり暮らしの高齢者でご

家族がいない、サービスを使っていないというこ

とであると、そういった日ごろかかわっている専

門の方たちもいらっしゃらないということである

ということであれば、必要に応じてということに

なるかと思うんですが。何しろ地域包括支援セン

ターも市内に、うちのほうでは８カ所あるんです

が、全ての高齢者にかかわっていくことにはなっ

ているんですけれども、さまざまな業務、例えば

今もこの平常時の見守りということで、地域住民

助け合い事業というところにもかかわらせていた

だいておって、その時間外の打ち合わせであった

りとか、本当にいろいろ地域に出て活躍していた

だいているんです。そんなところもあり、この個

別計画について必ず地域包括支援センターの職員

が一緒に行ってつくるんだよということまで求め

るのは理想ですけれども、ちょっとなかなか現実

的に難しいところがありますので、必要に応じて

ということでご理解いただければと思います。 

  以上です。 

○議長（君島一郎議員） ６番、森本彰伸議員。 

○６番（森本彰伸議員） そうですね。高齢者の方

に関しても、障害者の方に関しても、やはり身体

状況というのは、ある程度専門的な知識というの

も必要になってくる部分ではあると思うので、そ

ういうところで利用できる方がいらっしゃる場合

には、ぜひ利用して協力を得ていただけたらいい

のかなというふうに思います。 

  そして、さらには実際に救護する方、救護をす

る方というのは、例えば自治会内であれば、もっ

と小さな班であったり、さらには隣の方というケ

ースが多いと思うんです。実際に災害があったと

きに、遠くから来て、じゃ個別計画の自主防災組

織でわかっているからといって自治会長が来ると

か、それとか市のほうから行くとか、そういうわ

けにはいかないと思うんです。実際にその方を助

けるというのは、班であったり、その隣近所の方

だと思うんですけれども、そういった方にもこの

個別計画というのはお伝えして協力を得るという

考えでよろしいでしょうか。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（塩水香代子） 実際に災害が起き

たときというのは昼夜を問わないことが考えられ

ますので、本当にご家族がいらっしゃっても、日

中一人である方とかが大勢いらっしゃると思うん

です。そのときに、本当にうちのほうも機会があ

ればご理解いただくようにお話とかしているんで

すけれども、一番力になるのは身近な近所の方々

というところだと思うんです。個別計画をつくる

ときには、その方たちに必ず参加してくださいと

いうところまではマニュアルのほうに定めており

ませんので、地域の創意工夫で状況に応じて計画

のほうを策定していただければ、非常にありがた

いなと思っているところでございます。 

  以上です。 

○議長（君島一郎議員） ６番、森本彰伸議員。 

○６番（森本彰伸議員） 理解いたしました。 

  続きまして、４番のほうに移っていきたいと思

うんですけれども、個別計画の作成には早急にか

かるということでご答弁いただいていますけれど

も、これは今後、同意者名簿が全部そろわなくて

も、ある程度精査した中で個別計画というのをつ

くっていくという考えなのか、それとも同意者名

簿がある程度整うまでは個別計画をつくらずに、

同意者名簿の作成のほうにかかるということなの

かをお伺いしたいと思います。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 
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○保健福祉部長（塩水香代子） 同意者名簿につい

てなんですけれども、一応、作成中、精査中とい

うことでご答弁申し上げたところなんですが、本

当に那須塩原市自治会の数がかなりありますので、

随時でき上がったところからご提供申し上げて、

その提供の仕方もちょっと先ほど答弁の中に織り

込ませてもらったんですけれども、実際にお邪魔

をしてご説明を申し上げて、実際にその情報、個

人情報の関係がありますので、保管の関係もござ

いますので、そこら辺の説明等もする必要がござ

います。そんなところで随時、全部そろってから

お願いするというのじゃなくて、できたものから

お願いするという形で進めていきたいと考えてお

ります。 

  以上です。 

○議長（君島一郎議員） ６番、森本彰伸議員。 

○６番（森本彰伸議員） そうですね。同意者名簿

の完全な精査が終わるまで待ってしまうというと、

やはり災害というのはいつ来るかわからない、ど

んなときに起きるかわからないという部分はあり

ますので、それを待つよりは、先ほどご答弁いた

だいたように、ある程度の同意者、その地区ごと

にでもいいんですけれども、同意者の名簿ができ

ているところから個別計画をつくっていくことに

よって、それによって救われる命というものもあ

るのではないかというふうに思いますので、その

ような対応をしていただければありがたいかなと

いうふうに思っています。 

  それで個別計画をつくっていくという上で、そ

のほかに課題になるなという部分、不安に思って

いる部分などありましたらお聞かせ願いたいんで

すが、いかがでしょうか。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（塩水香代子） 私どものほうも名

簿作成に同意いただくのも大変な作業ですけれど

も、個別計画を作成していただくほうが本当に大

変なことだと思っております。というのは、やは

り地域にお願いする形になりますので、そうしま

すと地域のお考えの方もありますし、おつき合い

の日ごろの熟成度というか、密な関係なところと

か、いろいろさまざまでございますので、そこら

辺でなかなか、やることはいいことだよねとご理

解いただいても、いざそれを現実的に実行すると

いうことになると進まないということが起きてく

るんじゃないかなと思って不安に感じているとこ

ろでございます。 

  以上です。 

○議長（君島一郎議員） ６番、森本彰伸議員。 

○６番（森本彰伸議員） 確かに個別計画つくると

いうのは、私もこの質問をつくっていく中ででも

マニュアルのほうも見せていただきましたけれど

も、大変な作業になるんだろうなということは思

いました。大変な作業ではありますけれども、そ

の個別計画が市民の命を守るというこの部分もあ

りますので、ぜひよろしくお願いしたいなという

ふうに思います。 

  続きまして、⑸のほうに移りたいと思います。 

  避難誘導訓練についてなんですけれども、総合

防災訓練で行っているという部分でもあるんです

けれども、実際今までの話の中でもわかっていた

だけると思うんですけれども、避難行動を起こす

というのは、自治会であったりとか、自主防災組

織というのがこの要支援者に対する救護活動を実

際に行う方々だと思うんです。主として各地域の

自主防災組織などの避難訓練などは、どのぐらい

把握しているのかをちょっとお伺いしたいんです

けれども、いかがでしょうか。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  総務部長。 
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○総務部長（伴内照和） 自主防災組織の関係です

ので、私のほうからお答えをいたします。 

  特に今回ご質問いただいております要支援者の

避難誘導訓練ということで、28年度の各自主防災

組織の運営補助金の実績報告、その中から内容を

精査してみますと、全部で106の自主防災組織の

うち、実際に要支援者に対する誘導訓練を行った

のは５自主防災組織ということで、資料の中では

把握しております。 

○議長（君島一郎議員） ６番、森本彰伸議員。 

○６番（森本彰伸議員） ５というのは大変ちょっ

と驚いた数字でありますけれども、私としてはも

う少しあるのかなと。実際に私が所属している自

主防災組織では行っております。ですから、その

うちの一つなのかなというふうに思って今聞いた

んですけれども。 

  実際このシステムを動かしていくためには、こ

こも大変重要な部分になると思うんですよ。自主

防災組織、自治会がこの避難行動要支援者を援護

していく、救護していくというシステムというの

は大切だと思うし、実際に訓練していないと本当

の有事の際には、なかなか訓練していないことを

行うというのは難しいと思うんです。ですから、

ぜひ自主防災組織のほうにも、こういった訓練も

行ってくださいという要望を市のほうからもして

いただけるとありがたいかなというふうに思いま

す。 

  そして、その自主防災組織というのが今現在ど

のぐらい住民カバー率があるのかというのもちょ

っとお聞かせ願いたいんですけれども、いかがで

しょうか。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（伴内照和） 自主防災組織の住民カバ

ー率ということで、組織内のそれぞれの人口とい

うものを精査しているところは正直持っておりま

せんが、215の自治会がございます、その中で自

主防災組織を立ち上げているのが106ということ

でございます、率にしますと約49％台なんですが、

人口に比例するということではありませんけれど

も、基本的には、市民の半数はこの自主防災組織

に何らかの形でかかわっているかなというふうに

は捉えております。 

○議長（君島一郎議員） ６番、森本彰伸議員。 

○６番（森本彰伸議員） この自主防災組織という

のは、やはり実際に一義的に避難行動などを行う

部分であるし、避難行動要支援者を助けてくれる

組織になってくるのかなというふうに思いますの

で、この自主防災組織の住民カバー率というのも

少しずつ上げていっていただけたらいいのかなと

いうふうに感じております。 

  今回のこの質問をさせていただく中で、この避

難行動要支援者の救護という部分に関しましては、

まだまだこれからの部分というのが多いのかなと

いうのは私の実感として感じております。しかし、

実際に弱者、市民の中にはそういった援助を必要

とする方がたくさんいらっしゃいます。そういう

方の命を守っていくというのも、私たちの役割な

んじゃないのかなというふうに感じております。

ぜひこのマニュアルをマニュアルだけで終わらせ

ないように、実際に困っている方、支援を必要と

している方が救われるような、そんなシステムに

していっていただけたらありがたいかなと思いま

す。 

  以上をもちまして私の質問を終了させていただ

きます。ありがとうございました。 

○議長（君島一郎議員） 以上で、６番、森本彰伸

議員の市政一般質問は終了いたしました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 
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◇ 中 里 康 寛 議員 

○議長（君島一郎議員） 次に、２番、中里康寛議

員。 

○２番（中里康寛議員） 皆さん、こんにちは。議

席番号２番、那須塩原クラブ、中里康寛でござい

ます。ことしの４月に初当選をいたしまして、今

回が初めての市政一般質問でございます。とても

緊張しておりますので拙い部分があるかと存じま

すが、どうぞよろしくお願いいたしまします。 

  それでは、事前通告書に基づきまして市政一般

質問を行います。 

  １、結婚サポート総合戦略「結婚サポートセン

ター」について。 

  日本全体で大きな問題となっている少子化によ

る人口減少は、本市においても例外ではなく、人

口は平成22年をピークに人口減少に転じ、この傾

向が今後も続くことと予想されます。 

  平成27年の国勢調査において、本市の25歳から

39歳までの未婚率は、男性が46.6％で２人に１人

が未婚であり、女性は32.3％で３人のうち１人が

未婚となっています。本市においても晩婚化が進

行しており、未婚化の要因の一つと考えられてお

ります。 

  このような中、本市は那須塩原市結婚サポート

総合戦略のもと、平成29年７月６日に那須塩原市

結婚サポートセンターを開設しました。 

  一足先に開設した県の「とちぎ結婚支援センタ

ー」では、１月の開設から約半年となった先月、

最初の成婚カップルが誕生しました。 

  結婚を希望する男性女性のカップリング・成婚

は、少子化対策・人口減少対策の推進につながり、

今後の展開について期待感のある事業であること

から、以下の点についてお伺いいたします。 

  ⑴那須塩原市結婚サポートセンターの目的と運

営体制についてお伺いいたします。 

  ⑵那須塩原市結婚サポートセンターの事業内容

（マッチング・相談）についてお伺いいたします。 

  ⑶とちぎ結婚支援センターとの連携強化とあり

ますが、県と市の事業内容、そして役割分担、今

後どのような連携をされていくのかについてお伺

いいたします。 

  以上、１回目の質問とさせていただきます。 

○議長（君島一郎議員） ２番、中里康寛議員の質

問に対し答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（君島 寛） 中里康寛議員の結婚サポート

総合戦略、結婚サポートセンターについてのご質

問に順次お答えを申し上げます。 

  初めに、⑴の那須塩原市結婚サポートセンター

の目的と運営体制についてと⑵の事業内容につい

ては関連がありますので、一括をしてお答えをい

たします。 

  結婚サポートセンターについては、昨年度策定

をいたしました那須塩原市結婚サポート総合戦略

に基づいた各種結婚支援策を推進するための拠点

として企画部市民協働推進課内に設置をし、市が

委嘱をいたしました結婚サポーターとともに、結

婚に関する相談支援やお見合い形式でのマッチン

グ、結婚に関するセミナー・イベントの開催、結

婚支援全般に関する情報発信に取り組んでいると

ころでございます。 

  次に、⑶の県と市の事業内容、役割分担、今後

の連携についてお答えをいたします。 

  まず、市では、市民及び市内在勤者を対象に、

結婚サポーターを介してのお見合い形式のマッチ

ングを無料で実施しており、県では、県民及び県

内在勤者を対象にマッチングシステムを使用しま

した引き合わせ等を有料で実施しております。 

  また、今後の連携についてですが、現在、市で



－228－ 

は、とちぎ結婚支援センターのサテライトの設置

に向け、県と協議を重ねております。サテライト

が本市に設置をされたということになれば、本市

の希望者については、市の結婚サポートセンター

への登録に加えまして、県のとちぎ結婚支援セン

ターへの登録もしやすくなり、出会いの場を提供

する機会がよりふえるものと考えているところで

あります。 

  答弁といたします。 

○議長（君島一郎議員） ２番、中里康寛議員。 

○２番（中里康寛議員） ただいまご答弁いただき

ました。 

  ⑴から⑶まで関連性がございますので、一括し

て再質問させていただきます。 

  まず、どのような方が結婚サポーターとして登

録されているのかお伺いいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（藤田輝夫） どのような方が結婚サポ

ーターとして委嘱されているのかということでご

ざいますが、まず市の民生委員さんであるという

こと、あとは、とちぎ未来クラブの地域結婚サポ

ーターに委嘱されている方ということの２つの条

件を持っていらっしゃる方を、市の結婚サポータ

ーさんということで委嘱しているということでご

ざいます。合計で８名の方に委嘱して、ご協力を

いただいているということでございます 

○議長（君島一郎議員） ２番、中里康寛議員。 

○２番（中里康寛議員） ご答弁いただきました。 

  高齢化とか、またコミュニティーの衰退に伴っ

て、結婚を望む男性女性を結びつける一昔二昔前

にいたような、いわゆるお世話をやいてくれるよ

うな方がいなくなることによって、結婚支援の機

能の低下が懸念されておりますので、そんなお世

話をやいてくれる結婚サポーターさんがこれから

ふえていくことが必要だと思います。結婚を応援

する機運づくりと同時に、サポーターさんの充実

に引き続き取り組んでいただきたいというふうに

思います。 

  続きまして、マッチングにおける結婚サポータ

ーさんの仕事、それから役割についてお伺いいた

します。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（藤田輝夫） マッチングにおけるサポ

ーターさんの仕事、どんな仕事をやるんですか、

役割を持っていらっしゃるんですかということで

ございますが、まずは登録を希望される方と面談

を行います。その上でこの縁結び事業、マッチン

グ事業というのはどういうことだという内容を説

明するのとあわせて、あとは個人情報等の取り扱

い等についても注意を申し上げた上で、その趣旨

等にご賛同いただければ、初めて登録をそこでし

ていただくということになります。 

  登録をしていただいた後は、結婚サポーターさ

んが月に１回マッチング会議、結婚サポーターさ

ん８人の中でマッチング会議というものをやりま

す。マッチング会議の中で、それぞれ担当してい

らっしゃる結婚サポーターさんが自分の担当の中

で、お相手というか、いろいろな方を、ちょっと

言葉はよくないんですが、いっぱい駒を持ってい

らっしゃるということでございますので、その人

とその人、この人とこの人がいいですねというよ

うなところの選定をさせていただきます。その選

定に基づいて、今度はサポーターさんがその実際

対象となった方々のところに行って、こういう方

がいらっしゃるんですけれども、どうですかとい

うようなお話をさせていただいて、それで両名と

も、ああ、じゃ１回会ってみたいですよというよ

うなお話になれば、結婚サポーターさんそれぞれ
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が担当者として立ち会っていますので、その上で

マッチングをさせていただくというような、そん

なような運びになります。 

  すみません、ちょっと回りくどい言い方になっ

てしまいましたが、そんなような役割を持ってい

るということでございます。 

○議長（君島一郎議員） ２番、中里康寛議員。 

○２番（中里康寛議員） 結婚サポーターさんの仕

事・役割について理解できました。 

  結婚を望んでいる男性女性にとって結婚サポー

ターさんの存在は、いろいろな不安を取り除いて

あげたり、頼りになる存在だと思いますので、サ

ポーターさん同士のネットワーク化、それから研

修にも取り組んでいただいて、縁結びの充実に引

き続き取り組んでいただきたいというふうに思い

ます。 

  続きまして、７月に設置されてからのマッチン

グの実施状況についてお伺いいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（藤田輝夫） マッチングの実施状況と

いうことでございます。 

  今、議員おっしゃったとおり７月６日からとい

うことでございますので、本当に２カ月がたった

というところでございます。そんな中で、まず登

録者につきましては100名になったということで

ございます。そして、８月末までの中で５名の方

のマッチングが行えたということでございます。

そして、この９月には11件のマッチングを予定し

ているというような状況にございます。 

○議長（君島一郎議員） ２番、中里康寛議員。 

○２番（中里康寛議員） ７月に設置してからの２

カ月間で100名の登録、またマッチングも行って

いるということですので、まずはサポートセンタ

ーが機能しているということで理解しました。５

年後のあるべき姿としてマッチングの件数300件

を目標値として掲げておりますので、出会いの機

会の創出に引き続き取り組んでいただきますよう

お願いいたします。 

  続きまして、結婚に関するセミナー等の実施状

況についてお伺いいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（藤田輝夫） 結婚等に関するセミナー

ということでございますが、こちらにつきまして

は、７月、８月、９月の中で各月１回ずつという

ことで３回実施する予定ということになっており

まして、今のところは７月、８月については済ん

だということでございます。テーマといたしまし

ては、「見た目力アップ」といったところをテー

マにした講習会・講演会であったということでご

ざいます。２回終わったところの出席の状況につ

きましては、合わせて35名の皆さんが出席をいた

だいていて、内訳を申し上げますと、男性が13名、

女性が22名の出席をいただいたということでござ

います。こちらがセミナーということで、今後、

来年の１月に大規模な婚活イベントということを

予定しておりますので、今そちらのほうの企画立

案、あるいは仕込み等の作業を一生懸命担当者の

ほうで動いているといったような状況がございま

す。 

○議長（君島一郎議員） ２番、中里康寛議員。 

○２番（中里康寛議員） 結婚に関するセミナーを

月に１回のペースで実施しているということで理

解しました。 

  結婚を望んでいる男性女性がみずから積極的に

魅力を磨きながら、自信を持って婚活ができるよ

うになるための機会づくりに引き続き取り組んで

いただきたいというふうに思います。 

  続きまして、結婚に関する情報発信の実施状況
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についてお伺いいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（藤田輝夫） 結婚に関する情報の提供

ということでございますが、こちらにつきまして

は登録者の募集であったりとか、セミナーの開催

等々について、広報なすしおばら、あるいはホー

ムページ等をフルに活用しながら情報提供、ＰＲ

をしているというようなところでございます。あ

わせまして、登録者については先ほど２カ月間で

100名の方というようなところで成果をお話しさ

せていただきましたが、こちらについては、市内

の大きい企業も小さい企業も含めて、私どもの担

当者が積極的に回って、登録についての要請をし

てきているというようなところもＰＲの一環だと

いうことでございます。 

○議長（君島一郎議員） ２番、中里康寛議員。 

○２番（中里康寛議員） 広報、ホームページだけ

でなく、市内の企業等を訪問して積極的に情報発

信を実施しているということで理解しました。こ

のような情報発信は、結婚を応援する機運づくり

といった部分も踏まえていると思いますので、積

極的に取り組んでいただきますようお願いいたし

ます。 

  次に、結婚を望んでいる男性女性に対する切れ

目のない支援の内容についてお伺いいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（藤田輝夫） 切れ目のない支援という

ことでございますが、まずは７月６日にセンター

を開設したということがございますので、縁結び

事業、マッチング事業といったものに全力を傾け

ていきたいというふうに思っています。 

  そんな中で、今後は結婚サポート戦略の中で４

つの基本目標というものを掲げております。これ

は繰り返しになりますが、機運をつくっていくと

いうものの施策をやっていきましょう、あとは人

づくりの施策をやっていきましょう、さらには出

会いづくりの施策をやっていきましょう、あとは

総合的な結婚支援といったものの施策をやってい

きましょうという４つの柱を立てていますので、

こういうものについて、関係機関との連携、ある

いは庁内、市役所内の横のつながりをしっかりと

図りながら、こういうところにまで事業を展開し

ていけるようにしていければというふうに思って

おります。 

○議長（君島一郎議員） ２番、中里康寛議員。 

○２番（中里康寛議員） まずは、出会いの場の提

供を重点的に取り組んでいるということで理解し

ました。マッチングが成功したカップルが成婚に

至る過程の中では、結婚に対する悩みや不安、そ

して結婚してからの出産や子育て、住まいや仕事

など、さまざまな分野において悩みや不安を抱え

ていくことと思いますので、成婚カップルが誕生

した際には、支援体制を整えていただきますよう

お願いいたします。 

  続きまして、個人情報の管理、そしてプライバ

シーは守られるのかについてお伺いいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（藤田輝夫） 個人情報の扱い、プライ

バシーの部分の尊重ということでございますが、

こちらにつきましては、まず私どもが結婚サポー

ターさんを委嘱する際に十分にお話をして、ここ

のところの扱いについては遺漏がないようにとい

ったようなところをお話しする中で、しっかりと

その対応を今現在もしてもらっているというふう

に認識しているところでございます。 

  そのほか物理的なところといたしましては、書

類等の管理ということで、登録いただくときに登
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録書というものがございますので、そこはもう個

人情報の部分が相当あるということでございます

ので、そちらの登録書につきましては、きちっと

鍵が施錠できるような書庫というものにしまって

おりますし、それを用いてカップリングをしたり

とかということはないということでございまして、

写真を相手方に見せるようなものをプロフィール

表としてつくっていますが、そちらについては住

所も年齢も、そういうものも書いていないもので

扱っていますので、それを第三者というか、お互

いに見せるときには、個人情報についてはそちら

には漏れないような形になっておりまして、サポ

ーターさんが口頭で相手方にこういう人となりだ

ということを理解してもらうと、そんなようなや

り方でやっているということでございます。いず

れにしましても個人情報の管理といったものに関

しては、今後も間違いのないように徹底してまい

りたいというふうに考えております。 

○議長（君島一郎議員） ２番、中里康寛議員。 

○２番（中里康寛議員） 個人情報の管理、個人の

プライバシーについて厳重に管理されるというこ

とで理解しました。個人情報やプライバシーが守

られなければ、サポートセンターの信用にもかか

わってくる部分であると思いますので、取り扱い

には十分注意していただきますようお願いいたし

ます。 

  続きまして、少し細かい部分なんですけれども、

例えば一、二回会ってみて、お互いがよければ交

際がスタートすると思いますが、何となく合わな

い、交際をお断りしたいなといったような場合、

結婚サポーターさんが間に入ってもらえるのかに

ついてお伺いいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（藤田輝夫） 交際をお断りしたいとき

はということでございますが、原則はお二方の間

でというようなところになりますが、なかなか気

まずいというような関係があるようなときは、結

婚サポーターさんというのが一人一人担当という

形でついていますので、その人たちが連絡をとり

合って円滑な対応をとるというようなことで考え

ているということでございます。 

○議長（君島一郎議員） ２番、中里康寛議員。 

○２番（中里康寛議員） 利用者の立場という面で

少し細かい部分ですが、質問させていただきまし

た。今後も利用者がふえていくという中において、

いろいろな利用者がいると思います。行政主導で

はございますが、このような部分においても利用

者の立場に立って対応していただきますようお願

いいたします。 

  続きまして、独身者であるという確実な証明に

ついては、どのようにされるのかお伺いいたしま

す。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（藤田輝夫） 独身者である証明という

ことでございますが、こちらについては最初市長

がお答え申し上げたとおり、私どもの結婚サポー

トセンターは、要は結婚サポーターさんが直接フ

ェース・ツー・フェースの中で相手方と相対する

中で、相手方をマッチングさせているということ

でございますので、一番最初の登録のときにフェ

ース・ツー・フェースの中で、結婚していらっし

ゃいますかとか、あるいは結婚したことがありま

すかとか、お子様はいらっしゃいますかといった

ようなところを口頭で確認させていただいている

ということでございまして、今の現状の中では、

独身証明書を出してくださいとかというようなと

ころには至っていないというような状況でござい

ます。 
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○議長（君島一郎議員） ２番、中里康寛議員。 

○２番（中里康寛議員） フェース・ツー・フェー

ス、つまり直接相手と面と向き合って確認すると

いうことで理解しました。結婚サポートセンター

は、真剣に結婚を望んでいる男性女性が利用する

ものでございますので、冷やかしで登録するとか、

既婚者が遊び目的で登録するとかはないと思いま

すが、十分に注意を払っていただけますようお願

い申し上げます。 

  続きまして、結婚サポートセンターは結婚を望

んでいる男性女性により多くの出会いの機会をつ

くり、結婚へ導くことが目的であるということが

よく理解できました。今後、県のサテライトが設

置されることによって、結婚支援がより進められ

ることを私は期待しているのですが、現在、県と

協議中という中で、どのように県と連携をしてい

くのかをお伺いいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（藤田輝夫） 今後のサテライト等との

連携ということになるのだと思いますが、こちら

につきましては、今後サテライトを開設するとい

うことの中で、実際に開設されましたら具体的な

ところを議論していくということになると思いま

す。そんな中で我々としましては、私どもの市の

中で結婚を望む方々にとって、この地にサテライ

トができることによって、ほかの市の皆さんより

少しでもメリットを享受できるような、そんな連

携施策というものを見つけて、そしてそれを実行

していくことが我々の使命かなというふうに思っ

ていますので、そこはしっかりと私どもの市に住

んでいてよかったといったようなところが見出せ

るような、そんな連携施策を今後の中で検討・協

議してまいりたいというふうに思っております。 

○議長（君島一郎議員） ２番、中里康寛議員。 

○２番（中里康寛議員） 承知いたしました。 

  要望といたしまして、県内に３カ所しか設置さ

れないサテライトがこの那須塩原市に設置されま

すので、その責務を本市が担う部分といたしまし

て、できるだけ利用者の立場に立った運営、例え

ば設置する場所、立地であったり、例えば窓口を

ワンストップ化にするとか、サテライトと融合す

るところは融合するなど、互いに相乗効果を発揮

できるような連携・協議というものに取り組んで

いただきますようお願いいたします。 

  最後に、結婚サポートセンターが開設して２カ

月になりますが、現状での成果、課題、そして今

後の展開についてお伺いいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（藤田輝夫） それでは、私のほうから

成果と課題といったところについて少しお話をさ

せていただきたいと思います。 

  まず、成果ということでございますが、先ほど

来お話をさせていただいているとおり、２カ月余

りの中で100名の登録者を得ることができたとい

うことは、その成果としては大変大きいなと。そ

して、先ほど議員さんもおっしゃられましたが、

その中で５名のマッチングまでこぎつけたという

ところまで含めて、やはり一人一人100名の方と

面談をして登録をしているという、そういうプロ

セスがありますので、そういう意味からしますと、

結婚サポーターさん非常に頑張ってくれているな

というふうに思っています。加えまして、何のト

ラブルもなく今までに至っているということを考

えますと、上々の船出ができたのかなというのが

一つの成果だというふうに受けとめております。 

  あと課題でございますが、課題につきましては、

100名の登録者のうち、男性が７割、そして女性

が３割ということでございますので、男性の方に
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なかなか女性をマッチングさせてあげることがで

きないといったような状況にありますので、そこ

は今後どういうような対応をしていくかというこ

とが今最大の課題かなというふうに受けとめてい

るところでございます。 

  以上です。 

○議長（君島一郎議員） ２番、中里康寛議員。 

○２番（中里康寛議員） 承知いたしました。 

  結婚サポートは、これまで行政が余りかかわっ

てこなかった結婚支援を積極的に進めていくこと

で、結婚を希望する未婚の男性女性が夢のある将

来像を描き、結婚して家庭を築き、地域の担い手

として活躍していくことが期待されております。

この事業に……。 

○議長（君島一郎議員） 企画部長。 

○企画部長（藤田輝夫） 先ほど大変申しわけござ

いません。私のほう、成果、課題ということで、

今後の展開といったところが答弁漏れしておりま

すので、そこのところは最後市長のほうでお願い

してありますので、よろしくお願いしたいと思い

ます。 

○議長（君島一郎議員） 市長。 

○市長（君島 寛） それでは、最後に私から、こ

の結婚の関係のサポートセンターということで、

やっと開設にこぎつけたということでございます。

８名のサポーターの方々、大変、今ご苦労をいた

だいているということで、先日も福田知事とちょ

っとお会いする機会がありまして、県の支援セン

ターとのコラボレーションというようなことを今

考えておりますので、ぜひとも県のノウハウ、そ

れから私どものほうで徐々に築き上げていくそう

いった内容について、十分にやはり検討をしてい

きたいというふうに考えておりますし、これを機

会に、この市内で結婚をしていただく男性女性が

どんどんふえるように、我々としてもこれからも

支援をしてまいりたいと考えているところであり

ます。ぜひとも成婚に向けたものが皆さんにお知

らせできるようになれば一番いいなと思っており

ますので、我々もこれからも努力してまいりたい

と思います。 

○議長（君島一郎議員） ２番、中里康寛議員。 

○２番（中里康寛議員） 市長からもご答弁いただ

きました。ありがとうございます。 

  この事業において少子化対策・人口減少対策の

促進、持続性ある地域社会の形成が図られ、ひい

ては本市の活力向上につながることを期待いたし

まして、この項の質問を終わります。 

○議長（君島一郎議員） 質問の途中ですが、ここ

で10分間休憩いたします。 

 

休憩 午後 ２時０３分 

 

再開 午後 ２時１３分 

 

○議長（君島一郎議員） 休憩前に引き続き会議を

開きます。 

  ２番、中里康寛議員。 

○２番（中里康寛議員） 続きまして、２、那須塩

原市公共施設等総合管理計画について。 

  戦後、我が国の高度経済成長を支えてきたのは、

公共事業を中心とした公共建築物や社会インフラ

の整備でした。しかしながら、近年では人口減

少・少子高齢化の進展、また財政の面では、合併

による優遇措置の終了によって厳しい財政状況が

予想されます。したがって、国は平成25年11月に

インフラ長寿命化基本計画を策定し、全国の自治

体に対し平成26年４月に公共施設等総合管理計画

を策定するよう要請し、本市においても平成29年

３月に計画の期間を30年間とする那須塩原市公共

施設等総合管理計画が策定されました。 
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  現在、本市が保有する公共施設（普通会計建築

物及び公営企業会計建築物）とインフラ資産にお

いて過去10年間にかけてきた投資的経費は、年平

均52.9億円であることに対し、今後40年間の試算

期間における将来の更新等の年平均費用は、

129.3億円との試算であります。本市においても

公共建築物やインフラ施設の維持管理、改修、更

新に係る経費は、今後の財政運営にとって大きな

負担になるものと見込まれることから、以下の点

についてお伺いいたします。 

  ⑴計画を進めるに当たって、個別計画に基づく

年次計画が必要になると思います。そこで、個別

計画の進捗状況、また個別計画を総合的に調整し

年次計画を策定、そして実施年度に入るのはいつ

なのかについてお伺いいたします。 

  ⑵各個別計画の策定に当たっては、大きな予算

が必要となります。実施においては更新費用の平

準化が必要と思われるため、どのように調整して

いくのか、また、どのように進捗管理していくの

かについてお伺いいたします。 

  ⑶公共施設の保有総量25％削減を基本方針とし

て定めていますが、どのような施設を削減、また

集約・複合化していくのかについてお伺いいたし

ます。 

  以上、１回目の質問とさせていただきます。 

○議長（君島一郎議員） ２番、中里康寛議員の質

問に対し答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（藤田輝夫） それでは、２の那須塩原

市公共施設等総合管理計画について、順次お答え

申し上げます。 

  初めに、⑴の個別計画の進捗状況、また個別計

画を総合的に調整し、年次計画を策定、そして実

施年度に入るのはいつなのかについてお答え申し

上げます。 

  本計画は、公共施設等の現況及び将来の見通し

を明らかにし、今後の公共施設等の総合的かつ計

画的な管理に関する基本的な方針を示した計画で

あり、具体的な推進に当たりましては、各施設分

野において個別計画を策定し、計画的に進めてい

く必要があることから、現在、個別計画の策定状

況や除却可能な公共施設等の把握に努めていると

ころでございます。 

  今後は、全庁的な取り組み体制を整備するとと

もに、個別計画が策定されていない施設分野にお

いては個別計画を策定し、本計画を推進してまい

りたいというふうに考えております。 

  次に、⑵の実施段階の更新費用の平準化及び進

捗管理についてお答えいたします。 

  公共施設等の更新費用につきましては、今後の

財政運営に大きな負担となることが想定されるこ

とから、施設情報を一元管理するための公共施設

マネジメントシステムを活用し、今後の修繕や大

規模改修等の予防保全に伴う施設管理費の縮減と

更新費用等の平準化の検討を進めてまいります。 

  また、本計画の進捗管理につきましても、公共

施設マネジメントシステムを最大限活用していき

たいと考えております。 

  最後に、⑶のどのような施設を削減、また集

約・複合化していくのかについてお答えいたしま

す。 

  本計画における施設保有総量の25％削減につい

ては、延べ床面積ベースとなっております。 

 現在、除却可能な公共施設等の把握に努めており、

まずは市民の皆さんへの影響が少ない施設から除

却を行い、施設保有総量の削減に取り組んでまい

りたいというふうに考えております。 

  施設の削減、または集約・複合化していく施設

につきましては、「必要な施設機能」「あったほ

うが望ましい施設機能」「必ずしも必要でない施
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設機能」といった施設機能の必要度を勘案しなが

ら、今後策定する個別計画の中で検討してまいり

ます。 

○議長（君島一郎議員） ２番、中里康寛議員。 

○２番（中里康寛議員） ご答弁いただきました。 

  ⑴から⑶まで関連性がありますので、一括して

再質問させていただきます。 

  まず、個別計画が策定してある主な施設分野は

あるか、また現在策定に取り組んでいる個別計画

はあるかお伺いいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（藤田輝夫） 個別計画が策定されてい

る分野につきましては、保育園や放課後児童クラ

ブ、市営住宅などでございます。また、現在策定

している計画につきましては、教育施設全体にか

かわる長寿命化計画といったものを策定している

ということでございます。 

○議長（君島一郎議員） ２番、中里康寛議員。 

○２番（中里康寛議員） 承知いたしました。 

  特に保育園などは、総合計画以前から民営化に

取り組んでいるというふうに理解しているところ

でございます。 

  長寿命化計画のほうも引き続き取り組んでいた

だきたいというふうに思います。 

  続きまして、施設情報の一元化や本計画の進捗

管理に活用する公共施設マネジメントシステムと

はどのようなものかお伺いいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（藤田輝夫） 公共施設マネジメントシ

ステムというものの内容についてのお尋ねでござ

います。 

  こちらにつきましては、本市の310の公共施設

を対象としたものでございまして、そのストック

情報やコスト情報、サービス情報等で構成するデ

ータベースだということでございます。公共施設

に関するさまざまな分析や評価に必要となる一覧

表やグラフなどの作成が自動で行えるシステムだ

ということでございます。 

  ここで少しかみ砕いてご説明申し上げます。 

  先ほどお話しさせていただきましたストック情

報についてはどんなものかと申しますと、こちら

については、公共施設の敷地面積や延べ床面積、

あとはいつ設置したのか、あるいは取得価格など

がストック情報ということで入力されているとい

うことでございます。 

  そして、コスト情報についてでございますが、

こちらにつきましては、財産収入といったものが

幾らくらいあるのか、あるいは維持管理費がどの

くらいかかっているのか、さらには事業運営費な

どについてもどのくらいかかっているのか、こん

なことのコストにかかわるような情報が入力され

ているというものでございます。 

  さらには、サービス情報につきましては、こち

らは、ずばり年間どのくらいの利用者があるのか

等々のデータが入力されているというようなこと

でございます。 

  以上です。 

○議長（君島一郎議員） ２番、中里康寛議員。 

○２番（中里康寛議員） 承知しました。 

  施設の維持管理や運営情報を的確に把握して維

持管理や運営方法の効率化に努め、ライフサイク

ルコストの削減を図りながら、修繕や大規模改修

などの予防保全に反映していただきたいというふ

うに思います。 

  続きまして、施設保有量の25％削減の考え方に

ついてお伺いいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  企画部長。 



－236－ 

○企画部長（藤田輝夫） 施設保有総量の25％削減

についての考え方ということでございますが、こ

ちらにつきましては、廃止、統合、そして集約・

複合化、最後は民営化、この４つの手法をもって

この25％の削減といったものに取り組んでいくと

いうことでございます。 

○議長（君島一郎議員） ２番、中里康寛議員。 

○２番（中里康寛議員） 承知しました。 

  保有量の圧縮については、市民のニーズ等を把

握するとともに、地区ごとの人口推計なども踏ま

えて最適な総量に努めていただきたいというふう

に思います。 

  続きまして、現時点で把握している除却可能な

施設とは何かお伺いいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（藤田輝夫） 現時点で把握している除

却可能な施設ということでございますが、こちら

につきましては、平成29年度の中で除却、あるい

は除却予定になっているものということでござい

ますが、まずは市営の烏ヶ森住宅、そして黒磯運

動場のエアライフル射撃場、この２つがあるとい

うことでございます。 

○議長（君島一郎議員） ２番、中里康寛議員。 

○２番（中里康寛議員） 承知しました。 

  計画に基づいて今年度に解体を進めている施設

もあるということで理解しました。 

  続きまして、市民への影響が少ない施設から除

却を行うとありましたが、把握をしている中で、

今後除却の必要な施設は何かお伺いいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（藤田輝夫） 今後除却が考えられる施

設は何かということでございますが、こちらにつ

いては、全庁的に照会をかけて集約をさせていた

だいたというところでございます。 

  そんな中で主なものということでお話しさせて

いただきますと、まずは旧塩原クリーンセンター、

そして旧黒磯クリーンセンター、さらには塩原文

化会館、これらが大物としてあるということでご

ざいます。 

○議長（君島一郎議員） ２番、中里康寛議員。 

○２番（中里康寛議員） 承知いたしました。 

  続きまして、削減、集約・複合化していく施設

を検討するための施設機能の必要度とは、具体的

にどのようなことなのかお伺いいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（藤田輝夫） 施設機能の必要度につき

ましては、公共施設等総合管理計画においてしっ

かりと明示してあるということでございます。

「必要な施設機能」「あったほうが望ましい施設

機能」「必ずしも必要でない施設機能」ごとに計

画の中で、考え方を整理した上で明記をさせてい

ただいているということでございます。 

  こちらの計画の記載内容のほうを少しかいつま

んだ中でご答弁申し上げたいと思います。 

  まずは、「必要な施設機能」につきましては、

小学校や中学校、保育園が考えられるということ

でございます。これらについてはご案内のとおり、

その全部といったものを廃止することはできませ

んので、利用者である児童生徒などの減少に比例

する形で総量を削減していくということを基本に

考えているということでございます。 

  また、「あったほうが望ましい施設機能」につ

きましては、現行の公共施設といったものが限り

なくこれに当たってしまうということがございま

すので、そのため、これらについてはしっかりと

必要の程度といったものを検証しながら、積極的

に施設総量の圧縮といったものに努めていく必要
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があるということとしております。 

  さらに、「必ずしも必要でない施設機能」につ

いては、先ほどお話ししましたとおり、用途を廃

止しているにもかかわらず建物が残っている文化

会館であったり、清掃センターであったりという

ことでございますが、こういうものがあるという

ことでございます。 

  また、「現在あったほうが望ましい施設機能」

に該当する施設においても、さらに市全体の公共

サービスのあり方だとか水準といったものを見直

すことによって、「必ずしも必要でない施設機能」

といったほうに位置づける必要があるのかなとい

うふうに思っているところでございます。 

  今後、保有総量の圧縮や施設の廃止に当たって

は、先ほど議員おっしゃられましたが、時代によ

る変化というものがございまして、人口が減少し

ていくということがございます。そんな中で市民

ニーズというものを大切にしながら、あとは人口

がどのようになっていくのかといったところをし

っかりと推計・想定しながら、最適な総量・配置

というものを目指していく必要があるということ

でございます。こういう考え方に立って、今後は

まずは何をおいても個別計画の策定、個別計画が

済んでいない分野においては個別計画の策定とい

ったものを行いまして、その個別計画に基づく縮

減等々をしっかりと実現していかなくちゃならな

いという状況にあるというふうに認識しておりま

す。 

○議長（君島一郎議員） ２番、中里康寛議員。 

○２番（中里康寛議員） 承知いたしました。 

  国で進めている総合計画でありますので、除却

等については財政措置において時限的ではありま

すが、有利なものもあるかと思いますので、それ

らも見据えて十分に検証しながら進めていただき

たいというふうに思います。 

  結びに、質問の繰り返しになると思いますが、

昨年度策定された公共施設等総合管理計画におき

まして、公共建築物やインフラの維持・更新に係

る経費は、今後の財政運営にとって大きな負担に

なるものと見込まれます。将来の財政運営を見据

え、計画に基づく維持管理経費のための施設保有

総量25％削減の取り組みに当たりましては、想像

の限りではありますが、相当大変な作業であると

いうふうに思います。できるだけ地域や市民のニ

ーズ・意見を聞きながら、市長の市政運営の理念

でもあります市民優先のもと、進めていただくこ

とをお願い申し上げまして私の市政一般質問を終

わります。ありがとうございました。 

○議長（君島一郎議員） 以上で、２番、中里康寛

議員の市政一般質問は終了いたしました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◇ 小 島 耕 一 議員 

○議長（君島一郎議員） 次に、５番、小島耕一議

員。 

○５番（小島耕一議員） 議席番号５番、フロンテ

ィアなすのの小島耕一です。よろしくお願いしま

す。 

  それでは、通告書に基づきまして質問をさせて

いただきます。 

  １、鳥獣被害対策について。 

  本市では、那須塩原地域の高冷地に大根やカブ、

ホウレンソウの産地があり、京浜市場や地元の直

売所等で特産物として販売されていますが、鹿等

がこれらの農産物を食い荒らす被害が拡大してお

ります。また、中山間地においても、イノシシ等

が水稲を初めとする農作物を食い荒らす被害が拡

大し、農業者を悩ませております。 

  市では、これまで電気柵等による防止対策を支



－238－ 

援しているところでありますが、被害は拡大して

おり、対策が追いつかない状況であります。 

  そこで、鳥獣被害対策は高冷地や中山間地の農

業振興を図る上で重要な課題であることから、下

記の内容について質問します。 

  ⑴市の昨年度の鳥獣被害の発生状況と近年の推

移について。 

  ⑵鹿、イノシシの昨年度の捕獲頭数と近年の推

移について。 

  ⑶これまでの鳥獣被害対策の実施状況について。 

  ⑷今後の鳥獣被害対策について。 

  ⑸捕獲した鹿やイノシシの活用について。 

  以上でございます。よろしくお願いします。 

○議長（君島一郎議員） ５番、小島耕一議員の質

問に対し答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（藤田一彦） それでは、１の鳥獣

被害対策について順次お答えを申し上げます。 

  初めに、⑴の市の昨年度の鳥獣被害の発生状況

と近年の推移についてでございますが、昨年度の

鳥獣による被害金額は6,353万円、平成27年度は

6,655万円、平成26年度は7,097万円でございます。 

  次に、⑵の鹿、イノシシの昨年度の捕獲頭数と

推移についてでございますが、昨年度は388頭、

平成27年度は181頭、平成26年度は212頭でありま

す。 

  次に、⑶のこれまでの鳥獣被害対策の実施状況

についてお答え申し上げます。 

  鳥獣被害対策につきましては、市内にある８支

部の猟友会に対しまして委託をし、有害鳥獣駆除

を行っております。また、国、県、農協及び各猟

友会等で組織いたします那須塩原市野生鳥獣被害

対策協議会による防除柵等設置に対しての補助を

行っております。 

  続きまして、⑷の今後の鳥獣被害対策について

でございますが、これまで同様、有害鳥獣駆除や

防除柵等設置補助等を行ってまいります。また、

県によるとちぎ獣害対策アドバイザー派遣事業を

活用しまして、鳥獣管理士による被害地域住民の

学習会を開催し、住民と協力して被害対策を行っ

ていきたいと考えております。 

  最後に、⑸の捕獲した鹿やイノシシの活用につ

きましては、鹿、イノシシともに個体差はあるも

のの、食品中の放射性物質基準、基準値が100㏃

という数字になりますが、超えている状況が続い

ておりますので、現在のところ活用は考えてござ

いません。 

  以上でございます。 

○議長（君島一郎議員） ５番、小島耕一議員。 

○５番（小島耕一議員） それでは、順次再質問を

させていただきます。 

  まず、⑴の鳥獣被害について再質問させていた

だきます。 

  鹿とかイノシシ、猿などの鳥獣の種類別の被害

額の推移についてお伺いいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（藤田一彦） 種類別の被害額でご

ざいますが、初めに鳥類で申し上げますと、平成

26年度、27年度、28年度の数字で申し上げます、

26から2,026万円、27が2,117万5,000円、28が

2,035万1,000円、鹿につきましては同じく26から

ですが、846万円、1,115万円、690万3,000円、イ

ノシシにつきましては平成26年度からですが、

1,321万7,000円、892万9,000円、1,008万6,000円、

それから猿の被害額につきましては、平成26年度

が1,729万5,000円、27年度で1,687万9,000円、28

年度が1,601万9,000円という数値でございます。 

○議長（君島一郎議員） ５番、小島耕一議員。 

○５番（小島耕一議員） 那須塩原市については、
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鳥類、鹿、イノシシ、猿と、多くの獣害が発生し

ていることがわかります。 

  それでは、本市での鹿等の被害が拡大しており

ますけれども、市としては被害拡大の原因をどの

ように捉えているかお伺いいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（藤田一彦） 原因としましては、

幾つかの要因があるというふうに考えてございま

す。１つには、狩猟者の減少、それから高齢化と

いうものもあるだろう、それから今度は山の問題、

管理の問題、山自体、それから里山といわれる本

当の奥と人里との間の山の管理、こういったとこ

ろになかなか管理が行き届かなくなっているとい

う状況なんかも影響しているのかなというふうに

思っております。 

○議長（君島一郎議員） ５番、小島耕一議員。 

○５番（小島耕一議員） 今、市のほうから話があ

ったとおり、鳥獣被害が拡大している要因は、森

の管理の問題だろうと思っているところです。特

に、昔は人間が鳥獣の繁殖や活動を低下させるよ

う活動しておりましたが、特に狩猟で捕獲して食

材にしたり、山の木を切ってけものが住みにくい

環境にしていたということから、イノシシとか鹿

が減少したということでございます。しかしなが

ら、近年は山が荒れてきたということでございま

して、狩猟が減り、また山は放射性物質問題で収

穫ができるものがなくなったということから、荒

れ放題でございます。ちょうど山と農地の境にあ

る里山についてもブッシュがはびこって、鹿やイ

ノシシが行動しやすい環境になったということか

ら、非常に鳥獣害の被害が拡大しているというこ

とかと思っております。 

  それでは、次に、⑵の捕獲頭数について再質問

をさせていただきます。 

  鹿やイノシシ、猿などの鳥獣の種類別の捕獲頭

数をお伺いいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（藤田一彦） 種類別の捕獲頭数で

ございますが、平成28年度の数字で申し上げます

と、鳥類が794羽、鹿が271頭、イノシシが117頭、

猿が98頭という内訳になっております。 

○議長（君島一郎議員） ５番、小島耕一議員。 

○５番（小島耕一議員） どうもありがとうござい

ます。 

  これを見ますと、捕獲頭数については非常に鹿

が多いのかなと思っております。鳥類については、

小さい鳥でございますから多いのは当然でござい

ますけれども、本市においては、イノシシに比べ

て鹿が多いというような感じはしております。こ

れが特徴なのかなと感じているところであります。 

  そういう中で、国では捕獲をした狩猟者に交付

金を出しておるようでございますけれども、１頭

当たりどの程度の交付金が交付されて、そしてま

た、本市の交付額はどの程度になっているかお伺

いいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（藤田一彦） 国から交付される金

額でございますが、イノシシ、鹿、猿につきまし

ては、成獣１頭当たり昨年の９月までが6,000円

でございましたが、変わりまして10月からこちら

が2,000円増額になっております。幼獣につきま

しては１頭1,000円という数字でございまして、

28年度交付された金額が198万5,000円というふう

になっております。 

○議長（君島一郎議員） ５番、小島耕一議員。 

○５番（小島耕一議員） この使用された頭数に当

たり、国だけじゃなくて、ほかの団体からも支給
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されているかと思いますけれども、ほかの団体等

から支給された金額はどうなっているかお伺いい

たします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（藤田一彦） 他の団体からですと、

鹿について上乗せの金額がございます。今、合計

の数字は手元にございませんが、たしか、１頭当

たり昨年で6,000円の金額が交付されているとい

うふうに記憶をしております。 

○議長（君島一郎議員） ５番、小島耕一議員。 

○５番（小島耕一議員） 今、鹿については１万

4,000円ぐらいのお金が捕獲すると交付されると

いうようなことでございまして、お聞きしますと、

とるのに１人ではなかなかとれないと、３人ぐら

いかかるんだというようなお言葉があります。そ

ういう面では、非常に、とる動機としてはまだま

だ厳しいという話をお聞きしたところでございま

す。 

  ⑶の鳥獣被害の対策について再質問をさせてい

ただきます。 

  有害鳥獣駆除については、市が猟友会へ依頼し

ていると聞いていますけれども、具体的に依頼し

ている人数、捕獲目標数並びに捕獲目標を達成し

ているのかどうかをお伺いいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（藤田一彦） 依頼している人数、

目標数、それから達成度ということでございます

が、鳥類、鹿、イノシシ、猿、それぞれ依頼をし

ている人数は異なってまいりますが、100名から

150名、60名ぐらいの依頼人数になります。 

  目標数は、鳥が、28年度の例で申し上げますと

1,100羽、鹿が120頭、イノシシが80頭、猿が350

頭という目標でございます。 

  これに対しまして実際に捕獲をいたしました数

が、鳥類794羽、鹿が271頭、イノシシが117頭、

猿が98頭という状況でございます。 

○議長（君島一郎議員） ５番、小島耕一議員。 

○５番（小島耕一議員） 特に鹿については目標よ

りも多く捕獲しているというようなことで、これ

であれば何とか被害が食いとめられるのかという

ことでございますけれども、これについては、後

でまたご質問をしたいと思います。 

  次に、農作物を守るための防除柵設置費の補助

についてお伺いします。具体的な補助単価や補助

割合、申請者の認定についてどのように行ってい

るか、また施設を更新したいときには再度補助金

をもらえるのかなどを伺いたいと思います。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（藤田一彦） 防除柵の設置関係で

ございますが、補助単価です、単価につきまして

は、電気柵の場合が、メートル124円、金網柵で

メートル1,480円、金網柵、鹿とイノシシ兼用の

金網柵になりますが、こちらのほうはメートル

2,150円、こちらが上限額ということになります。 

  補助の割合についても、これを事業者の方に請

負委託をした場合には100分の70、材料を購入し

て自分たちで設置するというような場合には100

分の95というような内容になります。 

  それから更新の場合の費用ということですが、

それぞれ耐用年数が決まっておりますので、耐用

年数が過ぎて更新ということであれば、新たに設

置というような同じような考え方になります。 

○議長（君島一郎議員） ５番、小島耕一議員。 

○５番（小島耕一議員） 現場では防除柵について、

特に電気柵なんかでは、かなり壊れやすいという

ようなことがございまして、今のところ更新期限

が８年というようなお話を聞いておりますけれど
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も、それまでもたないというようなことも聞いて

おります。そういう面では弾力的な運用をお願い

するところでございます。 

  それでは、⑷の今後の鳥獣被害対策についてお

伺いしたいと思います。 

  市では、とちぎ獣害対策アドバイザー派遣事業

を活用して、鳥獣管理士の指導のもとに住民と協

力して被害対策を行うとのことでございますが、

具体的にはどのように進めるのかお伺いいたしま

す。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（藤田一彦） アドバイザー派遣事

業のご質問がありましたが、先ほど防除柵のとこ

ろで電気柵がなかなか故障等でというお話が最後

にありましたが、昨年度から、そういった場合に

は、真にやむを得ないというような場合は、更新

期間満了前である場合、補助金額の２分の１とい

う制度を現状に合わせて設けたというところでご

ざいます。 

  それでは、アドバイザー派遣事業の進め方でご

ざいますが、鳥獣管理士が実際に対象の地区に出

向きまして、まずは被害対策の基礎知識に関する

学習会、住民対象の学習会等を開催し、また、地

域の住民の皆さんと一緒に集落の点検なんかも行

います。さらに遺失物状況、それから被害状況の

確認をして、具体的にじゃどうするんだというよ

うなところで対策に入っていくというような流れ

になります。 

○議長（君島一郎議員） ５番、小島耕一議員。 

○５番（小島耕一議員） どの地域をやるにしても、

アドバイザーの専門家の知識をかりながら鳥獣害

対策をするというのは、非常に重要なのかなと思

っております。よろしくお願いしたいと思います。 

  特に塩原方面の開拓農協ではホウレンソウとか

大根などの野菜生産が行われておりまして、農家

の方は鹿の被害に悩まされております。農家の話

によりますと、開拓地の近くに鳥獣保護区があっ

て、鹿の繁殖地になっていると聞いております。

この鳥獣保護区の東側の山林、山ですね、鹿股川

の西岸の山林は、鹿、イノシシに限って捕獲して

もよいという規制緩和がされたということだそう

でございますが、そこで追われた鹿が開拓地の近

くの鳥獣保護区に逃げてきたのではないかと話し

ております。 

  そこで、開拓地周辺の鳥獣保護区の山林を鹿股

川西岸と同じように規制緩和を望む声がございま

す。鳥獣保護区の設定は基本的には県の管轄であ

りまして、市ではないわけでございますが、ひと

つ市での考え方をお伺いしたいと思います。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（藤田一彦） 議員おっしゃるよう

に、鳥獣保護区内であっても、有害鳥獣の場合に

は限定的に捕獲の対象とすることができますよと

いうエリア、狩猟鳥獣捕獲禁止区域というエリア

のほうに移行できないかということだと思うんで

すが、この鳥獣対策については保護と管理と両方

の視点があるわけですが、実際に私どももその開

拓地周辺で農作物に被害が出ているというお話も

聞いておりますので、県のほうと協議を進め、あ

るいは、状況によっては要望をしというようなこ

とを考えていきたいと思っております。 

○議長（君島一郎議員） ５番、小島耕一議員。 

○５番（小島耕一議員） かなり繁殖地になってい

るという声が大きいものですから、要望等も出し

ていただけるようお願いしたいと思います。 

  関連でございますけれども、鹿を目的にわな猟

をしているわけでございますが、間違ってカモシ

カがかかってしまうということがあるそうでござ
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います。カモシカは天然記念物でございますので

狩猟は禁止されており、わなから放してやってい

るそうです。しかしながら、わなにかかったカモ

シカを放すときには大変危険な作業になるという

ことだそうです。 

  このようなことから、農園の近くで捕まえてし

まったカモシカについては、捕獲しても罰せられ

ないという規制緩和を要望する声がございます。

市としてどのように考えるかお伺いしたいと思い

ます。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（藤田一彦） カモシカがかかっち

ゃった場合には、現在、天然記念物に指定されて

おりますので、文化財保護法の規定でだめ……。

わなにかかって放すときに危険だという現状も、

それはあろうかと思いますが、これは慎重な対応

をしなければならないなと。少し研究をさせてい

ただきたいと思います。 

○議長（君島一郎議員） ５番、小島耕一議員。 

○５番（小島耕一議員） カモシカについては確か

に天然記念物なので、管轄は文科省のほうだとい

うようなこともお聞きしていますので、それにつ

いては今後ご検討いただければと思っています。 

  ５番として、捕獲した鹿やイノシシの活用につ

いて再質問をさせていただきます。 

  市としては、放射性物質が100㏃を超えている

ということで、鹿やイノシシの肉の活用は考えて

いないということでございます。しかしながら福

島原発事故から６年半が経過しまして、放射性物

質も徐々に下がってきております。 

  市内の放射性物質は、高林から千本松を中心に

高く、上塩原などの前黒山、高原山の北側は低い

状況です。野生鳥獣の放射性物質も、生息する地

域の放射性物質影響を受け、生息地の放射性物質

が低ければ肉の放射性物質も低くなります。 

  県では、鳥獣害駆除で捕獲した肉の放射性物質

を各市町で２から３点調査しております。那須塩

原市の鹿はこれまで基準値を超えておりましたが、

平成28年度、昨年度は２頭のうち１頭は88㏃と基

準値を下回りました。また、イノシシの２頭を調

査しており、１頭は32㏃と基準値を下回っており

ます。このことから、鹿やイノシシの肉の活用の

可能性が出てきたわけでございます。 

  そこで、有害鳥獣等で捕獲した鹿の放射性物質

を測定したデータは那須塩原市として持っている

のか、またデータがなければ、有害駆除で捕獲し

た鹿やイノシシの放射性物質を測定する考えはな

いのかお伺いいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（藤田一彦） 放射性物質の測定デ

ータは市として持っているかということでござい

ますが、議員先ほどおっしゃるように、県が検査

をしているものの推移を見ているということで、

市として持っているデータはございません。 

  私どもも県のデータの推移は見守っているとこ

ろでありまして、平成28年度に、確かに２頭のう

ちそれぞれ１頭が100を下回ったことは承知をし

ております。ただ、大分、年によってばらつきが

あると、経年、年とともにだんだん下がってきて

いるというより、上がったり下がったりを繰り返

しながらという状況ですので、市としては、もう

少し県のデータを注視していきたいというふうに

考えております。 

○議長（君島一郎議員） ５番、小島耕一議員。 

○５番（小島耕一議員） 国では、来年度、鹿やイ

ノシシなどの野生鳥獣を捕獲した狩猟者に支払う

鳥獣被害防止総合対策交付金について、交付ルー

ルを厳しくします。これまでの写真に加えて尻尾
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の提出を求めるということです。 

  そこで、市として尻尾に加えて肉片500ｇを狩

猟者に提供をお願いすることにより、放射性物質

の測定が可能となります。具体的なデータをもと

に判断することによって、この肉の処理活用が可

能となると思います。これを進めてはいかがと思

いますが、市の考え方はいかがでしょうか。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（藤田一彦） 確かにひとつ考えら

れるご提案だというふうに受けとめさせていただ

きます。 

  それを参考に、今後も測定等についてももう少

し研究をさせていただきたいなというふうに思い

ます。 

○議長（君島一郎議員） 質問の途中ですが、ここ

で10分間休憩いたします。 

 

休憩 午後 ３時００分 

 

再開 午後 ３時０９分 

 

○議長（君島一郎議員） 休憩前に引き続き会議を

開きます。 

  ５番、小島耕一議員。 

○５番（小島耕一議員） それでは、質問を続けさ

せていただきます。 

  県では現在、ニホンジカ管理計画を見直す作業

に入っております。この計画をつくるため基礎デ

ータを集めており、６月から12月まで生息数調査

を行っていると聞いております。平成25年度の鹿

の推定生息数は２万3,600頭で、捕獲頭数は4,300

頭であり、このままの捕獲頭数でいくと、10年後

には生息数が９万8,700頭に増加すると予測され

ております。生息数を増加させないためには、１

年に7,400頭の捕獲が必要とのことです。 

  このことから、猟友会の活性化を図り、捕獲頭

数を増加させることが喫緊の課題であります。猟

友会の活性化には、捕獲した鹿の活用が必要です。

捕獲した鹿を土の中に埋めるのではなく、肉を活

用できれば、狩猟への魅力も高まり、捕獲頭数の

増加が図れます。 

  野生鳥獣の肉加工には専用の施設を必要としま

す。那珂川町では、平成21年にイノシシ肉加工施

設を設置し、八溝ししまるのブランドでイノシシ

肉を販売し、町の特産物として魅力向上を図って

おります。このように県の東では、那珂川町が那

須烏山市や茂木町、益子町、大田原市のイノシシ

を集め、肉加工をしております。 

  本県の西側には野生鳥獣の処理施設はございま

せん。また本市で捕獲される鳥獣は鹿が最も多く、

鹿の肉は高級肉として価値が高いことから需要が

多い状況でございます。 

  国では、来年度、12のモデル地区で野生鳥獣の

肉、ジビエの生産拡大に向け、流通体制の整備に

乗り出すことになっております。具体的には、食

肉処理施設の設置や流通ルートの確立を図る事業

でございます。この事業はジビエの安定生産販売

を目的としており、複数市町が連携してこれを進

めるというものでございます。本市は日光市、那

須町の中心であり、この事業に取り組みジビエ生

産に乗り出してはと思っております。 

  また、加工販売については食肉ばかりでなく、

ペットフードの販売も想定しており、ペットフー

ドであれば放射性物質の基準値がないことから、

食用にならない肉も利用が可能ではないかと期待

されております。 

  国のジビエの加工流通を支援する補助事業は、

今年の冬から公募を始めるとのことでございます。

全国各地で獣害が増加していることから、早目に
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手を挙げないと採択が難しい状況です。この情報

を野生鳥獣被害対策協議会等で話し合い、事業に

取り組むかどうかを決定していただければと思っ

ております。 

  本市の大英断を期待し、市としての考えを伺い

ます。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（君島 寛） 小島議員さんからご提案をい

ただきました国のメニュー、そして公募というふ

うなお話でございますが、最近ジビエ料理がはや

っているぞというようなところがあるわけでござ

います。 

  実は旧黒磯地区の中で、今、青木別邸がきれい

に整備をされておりますが、明治時代に青木周蔵

さんがあそこをお使いになっていたときに、鹿を

放していたというお話がありまして、あそこの中

で鹿を狩猟しながら鹿の肉を食べ、そして剥製に

したというふうなお話を聞いたことがございまし

た。 

  実は、青木邸のお墓のすぐ近くに鹿塚というふ

うなものがあるんです。これは市民の方も余り知

らないんですけれども、青木子爵があそこにその

鹿塚をつくられたというようなお話があるようで

ございます。 

  実は、以前から開催をしております巻狩祭りと

いうのがありますけれども、以前、この中では、

鹿、イノシシ、熊、こういったお肉を鍋として提

供してきたという経過がありました。熊に関して

は日本熊森協会からお叱りを受けまして、熊の肉

を食べるんじゃないと怒られてやめたというよう

な経過もあるんですけれども、今現在６年前の原

発の影響で、食料品に関しては100㏃以下という

純然たる基準がございます。そういったものをど

ういった形でクリアができるのか。この旧黒磯地

区では鹿の肉を食べてきたというふうな経過もあ

るようでございますので、その辺は担当部局と十

分詰めさせていただいて、今回の国のこういった

制度に公募するかどうか、あとは関係団体との協

議をちょっと進めさせていただくということで、

これから対応を図ってみたいなと思います。 

○議長（君島一郎議員） ５番、小島耕一議員。 

○５番（小島耕一議員） 今、市長から前向きなお

答えをいただきまして、まことにうれしく思って

いるところでございます。 

  本市では、今、市長が話しましたように、本年

の10月21日、22日に那須野巻狩祭りが開催されま

す。巻狩祭りは、源頼朝が鎌倉幕府を開いた翌年、

天下に勢力を誇示するため、那須野が原で鹿やイ

ノシシの巻狩を行った故事をもとに始められまし

た。巻狩祭りの主役は巻狩鍋であり、鍋の主役は

鹿やイノシシの肉でございます。本市で鹿肉のジ

ビエを生産できれば、本物の巻狩鍋になります。

また、デスティネーションキャンペーンにおいて

も、巻狩鍋フェアを開催する計画もあると聞いた

ところであります。このプロジェクトが成功すれ

ば、地元の本物の鹿肉を使用して本物の巻狩鍋フ

ェアができると思います。 

  なお、わな猟で生け捕りした小鹿であれば移動

が可能でありますので、飼い直しをすることも魅

力的でございます。 

  今、市長が話したように、明治時代の外務卿の

青木周蔵は本市で農場経営を行っており、経営の

一部門として鹿牧場を設置していました。欧州で

の視察をもとに鹿の放牧を行い、鹿肉を食べたと

いうことでございます。この歴史を再現するため

に、道の駅「明治の森」に鹿牧場を設置してはい

かがでしょうか。小鹿が森林の中で草を食む風景

は、明治時代の鹿鳴館にも通じ、道の駅の魅力向

上につながります。また、レストランで鹿肉料理
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を提供すれば、観光客が増加することは間違いな

しです。 

  鹿肉のジビエ生産に取り組むことによって、本

市の観光的魅力は大きくアップすることが予測さ

れます。これを進めるには、関係者が一体となっ

た取り組みが必要でございます。また、長野県の

長野市や兵庫県の朝来市では、有害鳥獣の駆除並

びにジビエ生産に地域おこし協力隊が活躍してい

る情報もございます。本市においても元気な地域

おこし協力隊を養成し、那須塩原のジビエ生産を

軌道に乗せていただければと思っております。よ

ろしくお願いしたいと思います。 

  一応、希望を言いまして、要望しまして、次の

質問に移りたいと思います。 

  ２の園芸作目の振興についてでございます。 

  栃木県では、渡辺文雄元知事が首都圏農業を提

唱し、園芸振興を最重要課題として位置づけ継続

的に取り組んだ結果、近年では粗生産額が全国９

位となるなど、その成果があらわれ、本年度から

はこれまでの成果をさらに伸ばすために「園芸大

国とちぎづくり」を進めているところでございま

す。 

  本市では、酪農は本州一でありますが、園芸は

まだまだ少なく今後の園芸振興が期待されるとこ

ろでございます。 

  本市の第２次総合計画の基本政策６－１の「農

林業を活性化させる」の具体的な施策として「農

業生産基盤を強化する」の取り組みの内容として、

園芸作物の振興を取り上げているところでありま

す。 

  また、本市の農業振興計画、元気アップアグリ

プランでは、園芸作物の振興を図るため、夏秋ど

りいちご生産拡大補助金、アスパラガス生産拡大

補助金、地域特産物の生産拡大支援を取り上げて

おり、夏秋イチゴ、アスパラガスに加えて、ＪＡ

なすので推進するビューティフル・ブランド・ナ

インであります、いちご、なす、にら、トマト、

しゅんぎく、うど、きく、ねぎ、なしを推進して

いるところでございます。 

  そこで、本市の園芸振興の取り組みについて現

状と今後の方向について質問します。 

  ⑴本市での園芸振興対策の取り組みと成果につ

いて。 

  ⑵新規就農者等が取り組む新たな農産物の動き

について。 

  ⑶今後の園芸振興の重点的取り組みについて。 

○議長（君島一郎議員） ５番、小島耕一議員の質

問に対し答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（藤田一彦） ２の園芸作物の振興

についてお答えをさせていただく前に、１のとこ

ろで、先ほど鹿の駆除に関しての交付金、「１頭

当たり6,000円」と記憶しているという答弁を申

し上げたところですが、やはり記憶が違っており

まして、申しわけございません、「１頭当たり

5,000円」、訂正をさせていただきます。 

  それでは、２の園芸作物の振興につきまして順

次お答えいたします。 

  初めに、⑴の本市の園芸振興対策の取り組みと

成果についてお答えをいたします。 

  本市の園芸振興対策につきましては、農業用機

械や施設整備に対する支援のほか、病害虫被害対

策として、野菜畑土壌消毒に対する支援を行って

おります。 

  また、平成17年に19億9,000万円であった野菜

の産出額が、平成27年には49億円となり、この10

年間で約2.5倍にふえたことから、一定の成果が

あったものと考えております。 

  次に、⑵の新規就農者等が取り組む新たな農産

物の動きについてお答えいたします。 
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  本市の新規就農者につきましては、米や麦とあ

わせて野菜の栽培に取り組む方が最も多く、次に

米や麦のみ、それから酪農、野菜という順となっ

ておりますが、近年、新たな動きとしましては、

果樹の栽培に取り組む方が出てきているという状

況にございます。 

  最後に、⑶の今後の園芸振興の重点的取り組み

についてでございますが、今後の取り組みにつき

ましては、特に国・県が支援の対象としていない、

国・県の補助事業の対象としていない中小規模の

経営者の施設整備にも対象を拡大しまして、さら

なる園芸作物の生産振興を図ってまいりたいと考

えております。 

○議長（君島一郎議員） ５番、小島耕一議員。 

○５番（小島耕一議員） ⑴の再質問をさせていた

だきます。 

  本市では、他市町と比較すると園芸政策の金額

は少ないわけでございますが、ここ10年間で約

2.5倍に増加したということは評価できるのでは

ないかと思っております。 

  そこで、本市での生産振興を行っている夏秋イ

チゴ、なつおとめやアスパラガス、ＪＡなすので

推進する９品目の生産額や作付面積の拡大はどの

ようになっているかお伺いいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（藤田一彦） なつおとめ、アスパ

ラガス、それからＪＡが推進しております９品目

の状況でございますが、なつおとめについては平

成28年度の販売金額が約２億600万円、作付面積

で497㏊でございます。平成26年度の数値と比較

をいたしますと、販売金額が１億3,660万円です

ので、大きくふえております。 

  アスパラガスにつきましても、平成28年度、

7,610万円ほど、面積で518㏊、平成26年度の数値

で比較いたしますと、販売額が2,040万円ほどで

すので、大きく伸びているという状況です。 

  それから９品目合計でまいりましても、全体の

販売金額が約７億4,000万円、平成28年度でござ

います、７億4,000万円。平成26年度の数字が４

億7,800万円ほどでございますので、それぞれ大

きく伸びているという状況にございます。 

○議長（君島一郎議員） ５番、小島耕一議員。 

○５番（小島耕一議員） 非常に園芸が伸びている

ということで、うれしく思っているところでござ

います。 

  夏秋イチゴ、なつおとめは、本県いちご研究所

で育成したオリジナル品種で、夏季の高温でも結

実が安定している特性を持っております。しかし

ながら、夏秋イチゴは病害虫発生が多いことから、

生産安定が課題でございます。本市と那須町では

那須地区夏秋どりいちご研究会の事務局を務めて

おり、那須農業振興事務所経営普及部の指導を受

けながら生産安定に努力をしていると、これが

徐々に成果が出てきたものと評価しているところ

でございます。 

  アスパラガスは、ＪＡなすのが推進する最も伸

び盛りの野菜でございます。那須地区の畜産の堆

肥を活用し生産を高めたことが現在の成果につな

がりました。 

  また、畜産堆肥を利用することによって生産性

が高まる野菜としてにらやなすがありますが、こ

れも順調に拡大しているようでございます。これ

もすばらしいことだと思っております。 

  このほかウドでは、春香うどの名称で販売して

おり、本県オリジナル品種の芳香１号や２号は活

用して生産を向上させていると聞いております。 

  本市やＪＡ等の努力に敬意を表したいと思いま

す。 

  今後とも、ＪＡなすと連携して生産振興を継続
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して進めていっていただければと思います。 

  それでは、⑵の新規就農者等の新たな取り組み

について再質問をさせていただきます。 

  新規就農者は、米麦にあわせて野菜を取り組む

方が多いということでございます。具体的にはど

んな野菜に取り組んでいるのか伺います。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（藤田一彦） どの野菜に取り組ん

でいるのかということですが、たびたび申しわけ

ございません。先ほど私が、イチゴを「なつおと

め」というところで数字、販売金額を申し上げま

したが、「とちおとめ」でございました。「なつ

おとめ」につきましては、平成28年度が1,340万

円ほどでございます。26年度が767万円でござい

ますので、大きく伸びているというところに違い

はございませんが、「とちおとめ」の数字を申し

上げてしまいました。大変申しわけございません。 

  それでは、どんな野菜に取り組んでいるかとい

うところでございますが、平成26年度から平成28

年度に就農した方は49名おりまして、このうち野

菜をつくられている方が23名おります。内訳とし

ましては、ねぎが６名、なすが４名、トマトが３

名、そのほかブロッコリー、ホウレンソウなど多

様な野菜に取り組んでいる状況にございます。 

○議長（君島一郎議員） ５番、小島耕一議員。 

○５番（小島耕一議員） 新規就農者の方がネギと

かなす、トマト、どちらかといえば露地野菜、最

初に始めるのに経費がかからないものに取り組ん

でいるのかなと思いました。そういう面では、そ

の方々たちの生産をしっかりと支援していただけ

ればと思っています。 

  次に、近年、果樹に取り組む農業者があらわれ

ているということでございますが、農業者数やど

んな種類に取り組んでいるのかをお伺いいたしま

す。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（藤田一彦） 平成26年度以降に就

農した方で果樹に取り組んでいる方は５名おりま

す。内訳としましては、ブドウが４名、キウイフ

ルーツが１名というふうになっております。 

○議長（君島一郎議員） ５番、小島耕一議員。 

○５番（小島耕一議員） 果樹について、ブドウを

取り入れた新規就農者が多いということで、新た

な動きを感じたところでございます。 

  私、果樹の専門でございまして、栃木県は明治

時代にブドウの栽培面積が全国１位だったという

記録がございます。これは農水省の「果樹農業発

達史」の中で、「日本のブドウ栽培地域の地理的

研究」という本に書いてあります。明治38年ごろ、

苗木が11から12本も植えられ、栽培面積が100㏊、

生産量が1,350ｔ、全国の１割を占めていたと書

かれております。ブドウといえば山梨県でござい

ますが、栃木県が全国で１位だった時代があった

ということはほとんど知られていません。 

  栃木県が全国で１位だったころのブドウの産地

は那須野が原でございます。当時、青木周蔵など

の家族農場でワイン用のブドウが栽培されていた

そうです。市役所の前にあるブドウ畑の持ち主で

ある那須ワインも明治時代に始まりました。青木

周蔵の別荘で当時の農場の資料を見たところ、ブ

ドウ生産に力を入れたと書かれております。この

那須野が原は文明開化の中で、東京へのワイン生

産地として発展したと思われます。その名残が那

須ワインなのです。那須ワインは乃木神社の乃木

将軍にも持っていただいて、乃木将軍は喜んで飲

んでいたということを先代の渡邊社長は話してお

りました。 

  このような話を、まだ今回始まった農業者の方
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は知らないと思います。たまたま若い人たちはこ

の歴史を知らない中で、生食用に加えてワインの

ブドウも生産したいとスタートを切ったわけでご

ざいます。 

  また、ブドウ新品種開発も急ピッチでございま

して、皮ごと食べられて種のない品種、シャイン

マスカットが非常に人気でございます。 

  管内のブドウ農家は、今話しました那須ワイン

の渡邊葡萄園や大島ぶどう園でございます。新規

就農者が加わって、本市の果樹の一つの柱になる

と思われます。 

  そこで本市として、日本一のブドウ産地復活運

動を支援してはと思います。市としての考え方を

伺います。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（藤田一彦） 本市の地形は扇状地

帯でございまして、排水性にすぐれている土壌で

あるというふうに私のほうも考えてございます。

そういう面でブドウ栽培の適地、今、議員がお話

ししてくださったように、その昔は日本一であっ

たと、ああ、そういうことなのかなと思ってお聞

きをしたわけですが、いきなり、その日本一のブ

ドウの産地というのはなかなか難しいかとは思い

ますが、現に新たに就農された方がブドウに取り

組んでいるということでございますので、市とし

ても、できる中の支援をしていきたいというふう

に考えております。 

○議長（君島一郎議員） ５番、小島耕一議員。 

○５番（小島耕一議員） ブドウについては、なか

なかＪＡ等で販売をしていただけるという数字が

ないものですから、技術指導等も徹底できないと

ころもございますので、農業振興事務所の経営普

及部と連携しまして、技術習得による生産安定を

進めるなど、これからも市としての支援をお願い

するところでございます。 

  それでは、次に、⑶の今後の園芸振興について

ご質問します。 

  那須塩原市の園芸は、大規模ではない米麦農家

が所得の向上を目指して取り組んでおります。し

かしながら最近は、大規模の農家でも、所得向上

に加えて労働の平準化を目指して取り組んでいる

ところでございます。 

  本市のある那須野が原は扇状地であり、石は多

いが排水良好な水田が多いため、酪農が多く、土

づくりに重要な堆肥がたくさん生産されています。

本市では堆肥センターを設置して耕畜連携を進め

ておりますが、堆肥の活用状況はいかがか伺いま

す。 

○議長（君島一郎議員） 小島議員、通告のほうが

園芸作物の振興ということなので、堆肥センター

の利用状況になりますと通告外という形になって

くるかと思いますので、再度、通告に従った再質

問のほうをお願いしたいと思います。 

  ５番、小島耕一議員。 

○５番（小島耕一議員） それでは、本市では、シ

ルバーファーマー養成支援塾を開催してシルバー

ファーマーを養成して、園芸を指導しているとい

うようなお話を聞いております。このシルバーフ

ァーマーの成果はどのようになっているか伺いま

す。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（藤田一彦） シルバーファーマー

でございますが、まず、この制度につきましては、

農業に関心を持っておられる市民の方を対象に農

業ヘルパーとして養成していこうというような制

度でございまして、成果につきましては、平成23

年度から28年度まで延べ148名の方が農業研修を

修了いたしております。このうち、約８割に当た
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ります116名の方がシルバーファーマーとして人

材登録をしていただいているという状況でござい

ます。 

○議長（君島一郎議員） ５番、小島耕一議員。 

○５番（小島耕一議員） シルバーファーマーで

116名が登録されたというようなことで、団塊の

世代など、定年を過ぎて農業に取り組む方がたく

さんいるということでございます。また、農業者

も雇用を入れて規模拡大を進めておりますので、

最近は雇用者不足に悩まされている状況です。こ

のシルバーファーマーを農業者とマッチングさせ

て、農業経営の発展に向けて今後とも頑張ってい

ただければと思いますので、よろしくお願いした

いと思います。 

  本市の園芸は、これから着実に増加すると期待

されます。今後とも園芸振興をよろしくお願いし

て、この質問を終わらせていただきます。 

  ３番、「農・観・商・工」の連携強化について

質問させていただきます。 

  本市の農産物のブランド化には、地域の６次産

業化としての「農・観・商・工」の連携を強化す

ることや農業者の６次産業化により、バリューチ

ェーンを構築し、付加価値の高い農産物や加工品

を生産販売する必要があります。 

  本市では、総合計画の基本政策６－６「産業間

の連携を強化する」で「農・観・商・工」の連携

強化を進めるとしております。 

  本市の塩原や板室といった観光地の魅力を高め

るには、地元の食材を活用し、おいしい料理を提

供することによってリピーターをふやせることが

重要であり、朝食イッピン物語やトロかぶを活用

したウェルかぶ塩原などの取り組みが行われてお

ります。 

  ミルクタウン戦略では９月２日を牛乳の日とす

ることや、那須高原ミルク街道を活用して、生乳

生産量本州一をＰＲすることとしております。 

  また、本市はカゴメやパンのアキモトなど食品

企業が多いことから地産地消の商品開発も期待さ

れます。 

  そこで、このような取り組みを強化し、広める

必要があることから、現状と今後の方向について

質問します。 

  ⑴那須高原ミルク街道の本年度の取り組みにつ

いて。 

  ⑵朝食イッピン物語やウェルかぶ塩原の取り組

みの成果や今後の方向について。 

  ⑶夏秋イチゴ「なつおとめ」の販売の現状と強

化について。 

  ⑷那須拓陽高校など産官学連携の強化について。 

  ⑸食品企業との連携強化について。 

  以上です。 

○議長（君島一郎議員） ５番、小島耕一議員の質

問対し答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（君島 寛） 小島耕一議員の「農・観・

商・工」の連携強化について順次お答えをしてま

いります。 

  初めに、⑴の那須高原ミルク街道の本年度の取

り組みについてお答えをいたします。 

  那須高原ミルク街道の今年度の取り組みにつき

ましては、知名度の向上及びブランドの確立を図

るため「ミルク街道」の名称について商標登録を

することとしております。 

  また、このほか、先般、記念日に登録をされま

した９月２日の「那須塩原市牛乳の日」イベント

や10月15日に開催を予定しております畜産フェア

など、各種イベントでのミルク街道ブランドの周

知や協議会会員のＰＲ及び販売に取り組んでまい

ります。 

  次に、⑵の朝食イッピン物語やウェルかぶ塩原
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の取り組みの成果や今後の方向についてお答えを

いたします。 

  朝食イッピン物語は、観光局が中心となってプ

レＤＣを機にスタートした取り組みでございまし

て、ウェルかぶ塩原は、塩原温泉活性化推進協議

会が塩原の旬の食材によるキャンペーンとして継

続してきたものであります。どちらも観光客の満

足度が高く、好評を得ているとのことでございま

す。 

  いずれも、地元の食をブランド化することで、

観光地としての魅力を高めるとともに、地産地消

による地域活性化につなげる取り組みであります

ので、市といたしましましても、継続して支援を

していきたいと考えております。 

  次に、⑶夏秋イチゴ「なつおとめ」の販売の現

状と強化についてお答えをいたします。 

  先ほど、産業観光部長から答弁がございました

が、夏秋イチゴ、なつおとめの販売の状況につき

ましては、平成26年度で767万円、平成28年度に

は1,340万円となり、この２年間で約1.7倍にふえ

ている状況にございます。 

  今後も、施設整備に対する支援を行うなど、生

産拡大の強化に努めてまいりたいと考えておりま

す。 

  次に、⑷の那須拓陽高等学校など産官学連携の

強化についてお答えをいたします。 

  市では、那須拓陽高等学校との連携のもと、オ

リジナル乳製品であります乳酸菌飲料「拓陽キス

ミル」を開発し、現在、那須拓陽高等学校が市内

の道の駅ほか、各種イベントにおいて販売をして

おります。 

  また、先日、那須清峰高校の協力を得、牛乳蛇

口、ミルクバーでございますが、９月２日お披露

目をしたところでございまして、大変好評をいた

だいておりまして、今後とも活用してまいりたい

と考えております。 

  今後は、商品としての価値を高め、より普及さ

せるため、産学界との連携が必要であると考えて

おります。 

  最後に、⑸食品企業との連携強化についてお答

えをいたします。 

  地元食品企業との連携については、食品企業も

構成員となっております市農観商工連携推進協議

会において、地元農産物を原料とした製品を那須

塩原ブランドとして認定をしているほか、畜産フ

ェアなど各種イベントに出店をいただくなどの協

力関係を築いているところでございます。 

  今後も、地元生産者と地元食品企業との連携が

強化されるよう各種事業に取り組んでまいりたい

と考えております。 

  以上でございます。 

○議長（君島一郎議員） ５番、小島耕一議員。 

○５番（小島耕一議員） まずは、那須高原ミルク

街道について再質問をさせていただきます。 

  ミルク街道については、協議会をつくり、そし

て活動しているようでございますが、協議会の構

成状況や活動状況についてお伺いいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（藤田一彦） 協議会の構成でござ

いますが、那須町それから那須塩原市、それぞれ

の行政、さらには、それぞれの市町の団体、団体

数でいきますと、那須塩原市が15団体、那須町が

12団体、そこにそれぞれの行政、また県の那須農

業振興事務所に参画をいただいて組織をしており

ます。 

  活動の状況、内容でございますが、今年度予定

をしておりますのは、先ほど申し上げましたよう

に、第一段としては、この「ミルク街道」という

名称の商標登録を今年度行いたいと。次のステッ
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プとしては、そういったものの知名度アップ、ブ

ランド力を生かしてこの街道地域の魅力の発信、

それから集客の促進、そういったものを通じて地

域の活性化を図っていこうというのが主な活動で

ございます。 

○議長（君島一郎議員） ５番、小島耕一議員。 

○５番（小島耕一議員） 今、ミルク街道を商標登

録すると、そして進めているということでござい

ますが、今後の戦略的な構想等がございましたら

お聞かせ願います。よろしくお願いします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（藤田一彦） もともとこのミルク

街道の話が出てきたときに一度、平成20年、ちょ

っと古い話になりますが、そこで構想として、ミ

ルク、そば、野菜などの食とこの地域の自然と温

泉、観光施設などなど、食と観光を連携させて一

帯のイメージづくり、食の街道づくりを推進する

というのがスタートであったようでございまして、

今年度、先ほども申し上げ、繰り返しになって恐

縮ですが、仕切り直しという形で、もう一度この

ミルク街道自体を世に出していくじゃないですが、

ブランドをイメージとしてつくっていこうという

ことで、戦略的なものとしてやはり最も今回力を

入れていくのは、この商標登録、それから、それ

を使った、この後、商品開発につなげていきたい

というところでございます。 

○議長（君島一郎議員） ５番、小島耕一議員。 

○５番（小島耕一議員） 食の街道については、県

が旗振り役でございまして、このところ最初の勢

いがなくなりつつあると感じているところでござ

います。那須塩原市で牛乳を核として集客力をこ

れまで以上に高めるために、時代、時代に合わせ

て仕切り直しということでございますが、「初心

忘れるべからず」でございます。協議会のメンバ

ーもまだまだ限られておりますので、いま一度広

く勧誘して、組織の強化を図り、ＰＲ活動の強化

を図り、またお互いが協力し合って環境づくりを

努力していただければと思います。よろしくお願

いいたします。 

  それでは、⑵の塩原温泉の朝食イッピン物語、

ウェルかぶについてお聞きいたします。 

  那須町では、地元の農産物を使った「なすべえ」

が人気を博しており、農観商工の関係者が集まっ

てなすとらん倶楽部を組織し、那須の観光地の魅

力向上に向けて研究を進めています。 

  塩原地区での農業者などを交えた組織の取り組

みや、将来的な構想はどのようになっているかお

伺いいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（藤田一彦） 今、議員が例に挙げ

てくださった那須町のような形の構想、取り組み

というのは、少し本市の場合には当てはまらない

のかなというふうに思っておりますが、本市では、

先ほど申し上げましたように、農観商工連携推進

協議会、こちらが連携した取り組みの旗振りを今

まで行ってきたわけですが、それに加えまして、

今般、那須塩原市観光局という組織もできました。

こちらについては、機能的には地域のＤＭＯ機能

も担っている形の組織なのかなというふうに認識

をしておりますが、そこで行いましたいちごとみ

るくフェアであるとか、朝食イッピンなんかにつ

いては、農業関係団体、農業者を巻き込みながら、

いろんな人のかかわりの中でやってきているとい

うようなものでございますので、こういった取り

組みをベースに、さらに発展させていければとい

うふうに思っております。 

○議長（君島一郎議員） ５番、小島耕一議員。 

○５番（小島耕一議員） 那須町のやり方ばかりで
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なくて、本市のやり方もあるかと思いますが、今、

観光地域マーケティングマネジメント、ＤＭＯと

いう考え方がございまして、地域の資源を提携し、

地域の関係者が積極的に参画できる会合を行い、

お互いが同じ目的を共有して、協力し合う体制を

考えて計画づくりを行い、実行を行うという手法

でございます。 

  ＤＭＯの視点から見ると、本市はまだまだ観光

関係者と農業者の間に目的の共有化が行われてい

ないと感じているところでございます。この目標

の共有化に向けて調査研究を進め、本市としても

新たな方向性で動いていただければと思う次第で

ございます。 

  それでは、⑶の夏秋イチゴの販売力強化につい

て再質問をさせていただきます。 

  夏秋イチゴ、なつおとめは酸味が強いため、そ

のまま食べると甘さより酸味が強くおいしいと感

じないのですが、ケーキやアイスクリームなど乳

製品の上に乗せると、甘味と酸味がマッチして大

変おいしくなります。 

  そこで、なつおとめを活用しているケーキ屋さ

んやレストランなどの業者はどの程度あるのかお

伺いいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（藤田一彦） なつおとめを使って

いる地元のケーキ屋さん等、どのくらいあるのか

ということですが、どこの店が本市のなつおとめ

を使っているかというデータはございません。 

  私どものほうで生産者のほうに対して聞き取り

と情報提供をいただいたところでは、地元のケー

キ屋さん、レストランにも当然取引先として卸し

ているというお話は聞いております。さらに、契

約によりまして、ケーキ屋さん、レストランとい

うことですと、東京、それから遠くは大阪のお菓

子屋さんと取引をしているというようなお話は伺

っております。 

○議長（君島一郎議員） ５番、小島耕一議員。 

○５番（小島耕一議員） 本市は、なつおとめの栽

培面積では県内でトップクラスでございます。こ

れらはハウスでつくっておりますので、このトッ

プクラスだということが、まだほとんど市民の方

は知らないと。 

  そこで、なつおとめを使っているお菓子屋さん

とかレストランに、なつおとめのＰＲ、のぼり旗

等を上げましてＰＲをしてはと思います。それに

よって、なつおとめの販売等、相当に力となると

思います。市の考えをお伺いいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（藤田一彦） のぼり旗等を上げて

さらにＰＲをと、また市民等に対しての周知も図

れるだろうというご提案をいただきました。 

  確かにＰＲの効果もあるかな、それから生産者

の生産意欲にもつながっていくかなというふうな

思いを今いたしましたので、少し勉強させていた

だきたいと思います。 

○議長（君島一郎議員） ５番、小島耕一議員。 

○５番（小島耕一議員） よろしくお願いしたいと

思います。 

  ⑷の産官学連携の強化について再質問をさせて

いただきます。 

  那須拓陽高校では、さまざまな機関と連携して

新たな乳製品を開発したということで注目をされ

ております。また、この取り組みは、地域おこし

協力隊の方も参加していると聞いております。 

  今後は、どのようにしてこれを発展させていく

のかお伺いいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 
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○産業観光部長（藤田一彦） 「キスミル」ができ

たと。拓陽高校の高校生たちが私どもの地域おこ

し協力隊と協力して、本当に一生懸命やって開発

をしたと。 

  拓陽由来の乳酸菌は発見をしたわけですが、現

在の「キスミル」につきましては、その乳酸菌を

使ったものではございませんで、この先というふ

うな話になりますと、拓陽高校からの牛乳から、

生乳からとった乳酸菌を活用してその商品につな

げるというような、１つステップアップをしてい

かなければならないなと。 

  もう一つ、ストレートに商品に販売するという

わけにはいきませんので、現在、こちらも県内の

小山高専ですが、乳酸菌の安全性試験等も依頼を

しております。商品化に向けて準備を進めている

ところですので、さらにこういったものを進め、

もう一つ、大きな商品展開となりますと当然、今

度は産業界との連携というのが必要になってまい

りますので、その辺についても連携、協力をして

いきたいというふうに思っています。 

○議長（君島一郎議員） ５番、小島耕一議員。 

○５番（小島耕一議員） 各項ごと合わせまして要

望をしたいと思います。 

  今後、那須塩原市の農観商工の連携のためには、

この産官学連携等も含めまして進めていくことが

必要かと思っています。そういう中では、地域お

こし協力隊の方がしっかりと頑張っているという

ような情報も聞いております。地域の皆さん方が

こういう方を活用しながら、那須塩原市の産官学

連携をしっかりと進めることを期待しまして、最

後の要望にしたいと思います。どうもありがとう

ございました。 

○議長（君島一郎議員） 以上で、５番、小島耕一

議員の市政一般質問は終了いたしました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎散会の宣告 

○議長（君島一郎議員） 以上で、本日の議事日程

は全て終了いたしました。 

  本日はこれをもって散会いたします。 

  ご苦労さまでした。 

 

散会 午後 ４時００分 

 


